
北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

寺

山

朝

七 六 五 四 三 ニ ー一

序

説

募
集
事
情

雇
傭
契
約
、
迩
走
、
解
雇

組
織
及
び
螢
働
状
況

給
付
状
態

生
活
態
様

結

論

北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

三
七
七
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三
七
八

暴
力
地
獄
蟹
工
船
と
題
し
、
九
月
以
來
の
新
聞
雑
誌
に
極
北
の
洋
上
に
出
稼
ぎ
す
る
勢
働
者
の
悲
惨
な
る
酷
使
虐

待
事
件
が
暴
露
さ
れ
だ
。
世
人
等
し
く
驚
異

の
眼
を
見
張
う
、
或
者
は
幹
部
に
蜀
し
、
或
者
は
之
を
監
視
す
る
官
権

に
劃
し
、
凡
ゆ
る
罵
僻
を
弄
し
て
非
難
し
、
憤
激
し
如
何
に
其

の
悪
縛
非
道
な
る
か
を
攻
撃
し
た
事
で
あ
ら
う
。
彼

等
雇
主
に
は
漁
雑
夫

の
貴
き
生
命

は

一
個
の
蟹
罐
に
も
値
し
な

い
の
で
あ
る
。
叉

一
方
所
謂
カ
ム
サ
ッ
カ
的
資
本
主

義
に
魔
醇
せ
る
幹
部
等

に
依

つ
て
凡
て
の
人
間
性
を
没
却
さ
れ
酷
使
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
π
の
で
あ
る
。

群
鴎
齪
れ
飛
ぶ
北
洋
の
極
地
に
、
此

の
暴
虐
非
道
を
見
た
筆
者
は
、
蝕
に
此
れ
と
正
し
く
劃
照
を
な
し
て
ゐ
る
北

海

の
原
始
の
森
深
き
荒
地
に
鬼
畜

に
等
し
き
幹
部
の
爲

め
に
酷
使
に
さ

い
な
ま
れ
て
ゐ
る
、
所
謂
監
獄
部
屋
を
探
訪

せ
ん
と
企
て
π

の
で
あ
る
。

監
獄
部
屋
、
そ
れ
は
山
林
原
野
に
高
原
に
住
ま
う
怪
物
静
か
に
寝

る
が
如
く
暗
黒
色
に
黒
づ
ん
で
、
凄
然
と
し
て

横
は

つ
て
ゐ
る
孤
屋
で
あ
る
。
此

の
中
に
幾
多
の
哀
れ
な
土
工
夫

の
群
が
、
苛
詠
の
夕
は
飲
酷
の
朝

に
明
け
、
酷
使

の
朝
は
苦
難
の
夕
に
暮
る
＼
生
活
を
績
け
、
全
く
超
肚
會
的
な
規
約
の
下
に
、
鞭
傷
と
過
螢

の
偶

め
に
喘
ぎ
働
く
彼

等
が
月
日
を
途

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



血

も
な
く
涙
も
無
き
幹
部

の
爲

め
に
、
叩
か

れ
撲

ら
れ
蹴
ら
れ
果

て
は
、
泥
靴
を
以

つ
て
生
面

を
踏

み
に
じ
ら

れ

る
虐
待

は
、
側
視
す

る
も

の
を
し

て
櫟

然
だ
ら
し

め
る
も

の
が
あ
ら
う
。
此

の
戦
慎
す
べ
き
虐
使

の
下
に
獣

々
と
し

て
牛
馬

の
如
く
働
く
土

工
等

は
、
或
者

は
機
會
を
見
生
命
を
賭

し
て
　
走
を
企
て
る
も
宜
な
る
哉
で
あ
ら
う

。
如
何

ヘ

へ

に
π

こ
i

(
そ

れ
は
自

身

の
身
を
自

身
で
食

ふ
も

の
と
し

て
土
工
を
か
く

呼
ぶ

)
、ー

と
は
言

へ
等

し
く
生
を
亨

け
力
人
間
で
あ

る
。
そ
れ

は
蝕
ム
に
獲

忍
な
る
酷
使
で

は
な
か
ら
う

か
、
併
し
又
宇
面
に
何
が
斯
く

の
如
く
幹
部
を

し

て
酷
使
せ
し

め
る
に
至
る
か
制
度

の
罪
か
、
幹
部

の
罪
か
將
叉
十
工
夫

の
罪

か
を
極

め
な
け
れ
ば
な
ら
臓
。
斯
く

し

て
後
初

め
て
土
工

の
正
鵠

な
る
研
究

が
果
π
せ

る
で
あ
ら
う
。

抑

ζ
我
が
北
海
道
竜
今

や

、
第

二
期

拓
殖
計
書
樹
立
さ
れ
年
と
共

に
、
富

源

の
開
螢
、
産
業

の
振
興
、
土

地

の
改

良
等
急

テ

ン
ポ
の
婁
達
を
來
し
、
現
今

の
北
海
道

の
登
展
を
見

π
う
と
錐

も
、
此

の
螢
展

の
最
も
主
要
な
る
要
素
π

る
、
鐵
道

、
道
路
、
橋
梁
、
治

水
其

の
他

の
工
事

の
完
成

の
裏

面
に
は
、

乙
の
哀

れ
な
幾

多

の
士
工

の
犠
牲

を
偲
ば

な
け
れ
ば
な
ら

漁
。
此
等
諸

工
事

の
悉
く
が
土
工

の
血
と
肉
と

を
以

つ
て
築
き

上
げ
ら
れ
禿

の
で
あ

る
。

鐵
道
線
路
…幾
尺

の
地
下
に
は
、
此
等
犠
牲
者
が
人

を
呪

ひ
世
を
恨
み

、
干
恨

の
怨

嵯
を
吾
等

に

叫

び

か

け

て
ゐ

る
、
無
心

に
路
傍

に
蔽

ひ
茂

る
草
木

に
し
て
彼
等

の
生
血

に
染
ら
な

い
も

の
は
な
か
ら
う
。
今
第

一
拓
殖
計

書

の
完

成

の
跡
を
眺

め
、
こ
の
哀
れ
な
最
後
を
遽
げ
π
土
工
等

に

一
掬

の
涙
を
捧
げ
、
其

の
効
績
を
世

に
讃

へ
、
今
術
虐
使

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

三
七
九
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の
鞭
下

に
苦

し
み
つ
＼
あ

る
仲
間

の
存
す

る
な
ち
ぱ

、
之
を
世

に
訴

へ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。

'

現
今

國
の
東
西
を
問

は
ず

、
政
治

的
に
肚
會
的

に

將

力

思
想
的

に
實

際
的

に
、
勢

働
施
設
、
待
遇
改
善

の
叫
ば

る

＼
今

日
に
此

の
超
世
間
的
な
存
在
を
認

め
得

る
と

は
、
稀

代

の

一
奇
象
で

は
あ

る
ま

い
か
、
最
近
道
磨
初

め
各
官

磨
警
察

に
於

い
て
、
講
演
會
や
巡
査
講
習
會
等

を
開
催
し

、
種

々
百
方

此
の
取
締

り
に
叢
痺
せ
ら
れ

つ
＼
あ

る
も
、

此

の
存
在
は
全
く
山

間
僻
地

の
不
便

な
地

に
多
く

、
又
此

の
組
織
が
非
常

に
複
難
で
あ

つ
て
容

易
に
其

の
内
部

の
槍

討
を
許

さ
れ
ず

、
全

く
肚
會
よ
り
隔
離

さ

れ
て
居
り
、
且
一叉

一
般

人
士

に
は
之
を
正
し
く
認
識
す

る
事
な
く

、
只
恐

ろ
し
き
不
可
抗

力
的
な
別

の
世
界
と

の
観
念

の
下
に
、
此
問
題

よ
り
遠

ざ
か
ウ
居
る
が
如
く
で
あ

る
。
故

に
蝕

に

一

小
文
を
草

し
て
肚
會

一
般

の
猛
省

を
促
し
、
項

少
な
う
と
も
識
者

の
意
を
留

む
る
を
得
ば
幸
甚
で
あ

る
。

抑

ず
此

の
監

獄
部
屋

と
云
ふ
恐
ろ
し

い
語
源
は
何
で
あ
ら

う
か
。
此

の
起
源

に

つ

い
て
二
説
あ

る
。
即
ち
明
治
+

二
年
頃

の
黒
田
清
隆

が
、
北
海
道
開
拓
使
時
代

に
道
路
土
木

工
事

に
勢

力

の
不
足
を
來

尤
し
、
又

一
方
移
民

の
奨
働

に
依

り
て
も

、
開
登

せ
ら
れ
な

い
山

野

の
開
墾

の
爲

め
、
東

京
石
川
島
刑
務
所

よ
り
徒
刑
に
庭

せ

ら

れ

カ

る

も

の

を

、
北
海
道
樺
戸
聚
治
監

(
現
在
樺

戸
郡
月
形
村

)
、
之
を
移
逡
し
、
百
人
乃
至
百
五
+
人
を

一
隊

と

な

し
、
長
屋

に
入
れ
技

士
、
」誘
工

、
傳
告
等

の
下

に
、
道

路

の
開
難

に
從
事

せ
し

め
尤
、
此

の
際

犯
罪
者
が
逃

走
を

企
て
る
を
防

ぐ
駕

め
之

を
、
嚴
重

に
監
禁
し
π
と
言

ふ
事
實

よ
う
、
此

れ
に
似

π
る
監
督

制
度

の
土
工
部
屋

を
斯
く
繕
し
だ
と

の



説

が
あ

り
。
叉

一
説

に
は
誘

拐
、
又

は
募
集

の
甘
言
に
釣
ら
れ
、

一
度
此

の
盈
獄
部
屋

の
軒
を
く

讐
つ
た
以
上

、
或

る

一
定

の
期
間
は
如
何
な

る
事
實

が
あ
ら
う
と

も
、
全
然
外
界
と

の
交
渉

は
絶
泥
れ
、
文
書

の
登
逞

さ

へ
も
不
可
能

に
し
て
、
全
然
賃
銀
を
得

ら
れ
ず
粗
食

に
甘
ぜ
ね
ば
な
ら

澱
、
其

の
冷
遇
虐
待

は
將

に
囚
人
を
牧
容
す

る
、
盈
獄

に

等
し
き
も

の
な

ウ
と

の
理
由
よ

う
、

一
般

に
斯
く
稽
し
π
も

の
な
う
と

の
所
謂

二
説
が
あ

る
。

靱

而
上
記

の
こ
説

の
中

何
れ

の
説

が
正
し
き
か

に

つ
い
て
古

老

の
言
を
徴
す

る
に
、
監
獄
部
屋
と
辮
す

る
に
至

つ

π

の
は
、
明
治
三
+
五
年

以
來

に
し

て
聚
治
監
と
稽
す

る
監
獄

の
あ

つ
た
頃

に
は
、
全
然
斯

る
呼
稽

は
な

か

つ
カ
と

云
ふ
。
事
實
嘗

て
聚
治
監

の
看
親
π
う
し

一
老
翁

の
語

る
所
を
聞

け
ば

、
士
工
虐
待

の
事
實
が
甚

だ
し
く

人
道
上
よ

う
識

者

の
偶

く
論
ず

る
も

の
あ

う
、
叉

一
般

人
士
が
之

に
驚
異

の
眼
を
見
張

る
に
至

つ
疫
頃

よ
り
呼
ん
だ
竜

の
で
、

恐
ら
く
明
治

三
+
五
六
年

以
後

に
厩

す
と
。
此

の
起
源
年
代
よ
う
察
す

る
に
恐
ら
く
後
説

が
正
し
き

に
近

い
と
思
は

れ
る
も
、
併
し
前
説

を
全
然
否
定
す

る
事
竜
叉
誤
謬
で
あ
ら
う
。
要
す

る
に
前
後
雨
説

が
共

に
相
合
し
て
世
人

が
斯

く
呼

び
し
も
の
と
推
定
す

る
外
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

然

ら
ば
現
在

の
如
き
監
獄
部
屋

は
何
時

の
時
代

よ
う
あ

ウ
し
か

、
何
等

の
記
録
な
き

此

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
説

懐
ち
ー

な
れ
ど

も
、
恐

ら
く

筆
者

は
明
治

+
六
、
七
年
頃
よ
う
と
想
像
す

る
、
其

の
理
由

は
聚
治
監
の
囚
人
は
、

の

全
然
鐵
道
敷
設
工
事

に
從
事
せ
ず
、
專
ら
道
路
開
難
造
田
工
事
に
の
み
使
役
し
、
該
工
事
は
專
ら
土
木
請
負
業
者
に

北
海
道
に
於
け
ろ
土

工
部
屋

三
八

一
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へ

ね

於

い
て
從
事

し
た
と
言
ふ
。
故

に
土
木
請
負
業
者

は
内

地
よ
う
所
謂
π

こ
釣
う
入
計
を

め
ぐ
ら
し

、
誘
導
し

て
使
用

■

し
虎
と

言
ふ
事
で
あ

る
。

籾
而
北
海
道

に
於
け
る
此

の
言
葉
が

、
内
地
樺
太

に
移
ウ
廣
く

一
般

に
残

酷
な

る
使
役
と
虐
待

の
行

は
る

＼
人
夫

部
屋
を
斯
く
稻
す

る
に
至

つ
π
。
さ
れ
ど
只

一
言
に
監
獄
部
屋
と
稽
す

る
も
、
此

の
中

に
は
所
謂
信
用

人
夫
宿
含
も

包

含
き
れ
る
も

の
に
し
て
、
悉
く
が
此

の
残
忍
な
る
搾
取

の
下
に
あ

る
と
稽
す

る
事

は
出
來
な

い
で
あ
ら
う
。

以
下
筆
者

は
幼
稚
な
筆
を
蓮

び

つ
＼
各
章

に
於

い
て
種

々
細
述
解

剖
を
試
み
や

う
。

二

 

春
三
月
下
旬
雪
も
少

ぐ
溶

け
暖
か
く
な
う
か
け
る
と
町

の
小
路

の
入

口
、
電
柱
叉

は
塵
箱

の
側
面
等

に

「
×
×
鐵

道

工
事

、
山

行

キ
人
夫
頼

ミ

マ
ス
前

金
澤
山
」
。

と
か
又

.「
×
x
×
×
灌
概

工
事

、
士
工
人
夫

タ
ノ
ミ

マ
ス
前
金
澤

山
貸

シ

マ
ス
」
等

々
の
ビ
ラ
が
貼
ら
れ
る
。
此

の
時

は
人
夫
募
集
從
業
員
よ
う
各

周
旋

屋

に
依
頼
が
來

て
ゐ
る
時
で

あ

る
。
併
し
如
何
に
不
景
氣
で
も
斯
る
簡
軍
な
手
段
で

は
到
底
所
定

の
人
員
を
募
集
す

る
事

が
出
來
な

い
、
其
庭
で

愈

,
浮
浪
性
勢
働
者

の
流
れ
込

む
積
取

人
夫
の
宿
泊
所

、
木
賃
宿
等

に
募
集

の
網
が
張
ら
れ
る
。
其
庭
で
先

づ
第

一

如
何
な

る
方

法
維
路
を
以
て
募
集

乃
至
牧
容
を
す

る
か
を
見

る
に
、
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1.

経 周
て旋
來 入
ろの

・ も手

の彪
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2.

難
ろ会

擁一

{縫

工
れ
り
篶

讐

藪

離

雛

聖
難

鰍
羅

璽

て
再
び
周
旋

自
登
的
に
來
るも
の
窪

のの
経瞼
な
難

撫

灘
羅

雛

霧

識
灘

鱗

鷲

勧誘ー

懸
難
霧
難

　　難

雛
馨
欝

ー

・無

　灘羅
糠
　騨
雛

騨
難

{割込ー

灘

灘
灘

礫
灘
難
簾
雛
難
灘

割
込

に
依

ら
ず

強
制

さ
れ

う
も

の

癒
難
欝
灘
搬
簾
難
難
雛
離
繍撚

以
上
の
牧
容
維
路
を
辿
る
土
工
等

の
以
前
の
職
業
は
、
即
ち
百
種
萬
般
に
渉
す
肚
會
に
存
在
す
る
凡
ゆ
る
職
業
を

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

三
八
三
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網
羅
し
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
此
庭
に
如
何
な
る
種
類
の
人
間
が
慮
募
さ
れ
て
來
る
か
を
見
る
に
、

一
紫
齪
し
和
準
を
か
く
家
庭

の
子
弟

M二
主
人
の
金
を
費
消
す
る
か
叉
は
意
見
衝
突
し
て
主
家
を
飛
び
出
し
π
る
徒
弟

三
商
工
業
者

の
失
敗
せ
し
も
の

四
諸
工
揚
、
諸
會
肚
よ
り
解
雇
さ
れ
た
失
業
者

五
定
職
を
厭

ふ
浮
浪
性
勢
働
者

六
地
方
よ
ウ
上
京
し
失
業

の
浪
に
晒
さ
れ
た
る
勢
働
者

七
自
己
の
職
業
に
不
満
を
抱
き
他
の
職
を
得
ん
と
し
て
失
敗
し
て
其
の
職
を
得
ざ
る
も
の

入
學
生
に
し
て
勉
學
の
途
中
酒
色
に
迷
ひ
宇
途
退
學
せ
し
も
の
又
は
此
れ
と
反
樹
に
苦
學
生
に
し
て
學
資
を
得
ん

と
し
て
稼
ぐ
も
の

更
に
募
集

の
年
齢
別
を
見
る
に
左
表
の
如
し
。

勢

働

者

年

齢

表

蒸

マ

彙

竺

叢

以
上
マ

贅

土

四
+
歳
以
土

五
+
窒

丁
ハ
+
歳
呈



女 男

一

九
==二 一

正
、

四
四

四 二

匠
」
=
'、

四 〇

一
、

四
五

一 八

曽一一

1宅

lI

然
ら
ば
此
の
種
類
の
土
工
等
が
如
何
な
る
中
間
介
在
者

の
手
を
経
て
働
く
ま
で
に
至
る
か
、
其

の
系
圖
を
明
示
す

れ
ば
次
頁
の
如
く
で
あ
る
が
、
斯
檬
に
多
歎

の
中
聞
介
在
者
が
存
在
し
て
、
如
何
程
で
募
集
從
事
者
の
手
中
に
入
る

か
。東

京
地
方
に
於
け
る
人
夫
相
場
は
、
旛
島
縣
諸
工
事
揚
渡
淵
五
六
圓
、
宮
城
縣
諸
工
事
揚
渡
光
五
圓
ー
四
十
圓
、

秋
田
、
山
形
縣
諸
工
事
場
渡
五
十
圓
内
外
と
し
て
、
我
が
北
海
道
で
は
函
館
渡
四
十
圓
よ
わ
最
高
入
十
圓
ま
で
、
渡

場

の
如
何
に
依
り
て
百
圓
を
突
破
す
る
事
も
往

々
あ
る
。
樺
太
で
は
大
泊
渡
百
圓
!
古

廿
圓
位
で
あ
る
。

北
海
道
土
工
夫
の
多
く
は
北
海
道
道
内
で
募
集
す
る
も
の
に
し
て
、
募
集
從
事
者
が
函
館
、
小
樽
、
札
幌
其

の
他

の
諸
都
市
に
出
か
け
、
周
旋
屋
乃
至
暖
昧
屋
、
小
料
理
店
等
よ
り
牧
容
し
て
來
る
竜
の
に
し
て
、
此
の
経
費
は
凡
そ

四
十
圓
内
外
、
前
借
金

の
最
も
多
額
な
も
の
で
入
十
圓
、
此
れ
以
上
多
額
は
決
し
て
借
す
事
が
な

い
。

而
し
拾
藪
年
前

の
あ

の
強
制
的
な
非
人
道
的
な
、
全
然
土
工
の
意
思
を
無
親
し
π
拉
致
方
法
に
比
し
て
今
昔
の
威

に
堪

へ
な

い
竜
の
が
あ
る
。
即
ち
大
正
入
年
五
月
勢
務
者
募
集
取
締
規
則
虹
び
に
同
施
行
細
則
取
扱
手
績
公
布
以
來

 北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

三
入
五
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i多務 難

三
八
六

多
大
の
改
革
、
改
正
が
行
は
れ
π
。

第

一
如
何
な
る
宿
含
に
も
必
ず
募
集
從
事
者

を
特
別
に
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
顧
。
若
し
人
員

少
き
部
屋
に
於

い
て
は
管
理
者
が
之
を
兼
ね
る

事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
募
集
從
事
者
が
募
集
に
關

し
大
略
次
の
事
項
が
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
。

ω
募
集
者
許
可
願

勢
働
者
募
集
取
締
規
則
第

入
條
に
依
う
先
づ
募
集
に
出
か
け
ん
と
す
る

時
は
本
籍
地
佳
所
、
職
業
、
氏
名
、
就
業
揚

の
種
類
、
所
定
人
員
及
び
募
集
匠
域
を
記
載

し
て
募
集
主
と
連
署

の
上
道
聴
長
官
に
提
出

す
る
。

②
募
集
着
手
届

此
れ
に
は
募
集
從
事
者
の
住



所
、
氏
名
、
募
集
期
間
、
豫
定
人
員
、
募
集
者
牧
容
所
等
を
記
載
し
て
所
轄
警
察
署
に
提
出
を
要
す
る
。

働
募
集
出
登
届

募
集
地
警
察
署
に
鷹
募
者
の
本
籍
地
佳
所
、
氏
名

、
年
齢
、
前
稼
地
等
を
記
載
し
て
提
出
許
可
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
臓
。

④
勢
務
者
牧
容
届

募
集
從
事
者
は
所
定
の
人
員
を
得
π
る
時
は
遅
滞
な
く
勢
務
者
の
本
籍

地
、
契
約
期
間
、
氏
名

及
び
年
齢
、
紹
介
者
、
前
渡
金
額
、
人
相
及
び
着
衣
等
を
記
載
し
所
轄
警
察
署

に
牧
容
許
可
を
願
ふ
。

此
の
場
合
警
察
署
は
黙
槍
を
な
し
若
し
不
適
合
と
認
め
疫
る
場
合
は
之
を
許
さ
な

い
。
.

上
記
の
手
績
を
完
了
し
て
初
め
て
牧
容
す
る
に
至
る
。
最
後
に
諸
種
の
統
計
若
干
を
掲
ぐ
る
に
、

勢
働
者
募
集
府
縣
別

昭
和
二
年

宮 大 新 東 北
縣

城 阪 潟 京 海
五

縣 府 縣 府 濫
名

一 百

入

名

七 五 七 蓋 塁 員 以
二 七 六 一 一 三 三`六 六 二 五七 四 五 『

秋 山 青 岩 輻
縣 上

田 形 森 千 島

の

縣 縣 縣 縣 縣
名

一一

も

人

の

て 噌 て

嚢 糞 萎 § 奪
員

樺 沖 宮
縣

五
縄 崎

十

太 縣 縣
名 名

以一

下
入

の

も

の
員

四 四 四
○ ∩ 八

北
海
.道
に
於

け
る
土
工
部
屋

三
八
七

●
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二
千
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百
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昭
和
四
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三
九

二

就
業
揚
に
行
く
以
前
周
旋
屋
に
於
て
慮
募
者
と
募
集
從
業
者
と
の
間
に
結
ば
れ
る
も
の
に
し
て
、
之
と
同
時
に
契

約
書
に
署
名
捺
印
せ
し
め
ら
れ
る
。
此

の
契
約
書
の
内
容
ば
前
渡
金
額
契
約
期
間
其
他
の
條
件
や
事
業
主
に
劃
す
る

誓
約
等
で
あ

つ
て
、
賃
銀
高
の
み
は
契
約
さ
れ
な

い
。
第

一
此
の
前
渡
金
額
は
如
何
な
る
土
工
に
も
存
す
る
も
の
に

し
て
、
若
し
此
の
費
用
な
き
割
込
土
工
に
あ
わ
て
は
、
之
を
作
し
め
る
の
で
あ

る
。
今
假
に
土
工
が
割
込
で
、
入
つ

て
來
π
と
假
定
す
る
、
直
ち
に
募
集
從
事
者
は
此
を
料
理
店
、
飲
食
店
に
件
ひ
、
遊
興
せ
し
め
る
、
勿
論
幹
部
の
遊

興
費
を
も
負
憺
す
る
の
で
あ
る
、
故
に

一
晩
の
中
に
普
通

一
般
三
拾
圓
な
る
前
渡
金
が
作
ら
れ
る
。
勿
論
遊
興
實
費

は
二
拾
五
圓
で
あ
つ
て
も
料
理
店
、
飲
食
店
に
於
て
は
翌
朝
迄
の
逃
走
を
看
親
す
る
責
任
が
あ
る
故
に
、
其
の
手
歎

も
含
ま
れ
る
。
周
旋
屋
の
門
を

叩

く

竜

の
も

等
し
く
周
旋
屋
よ
う
料
理
店
、
飲
食
店
に
自
由
に
遊
興
す
べ
く
用
意

し
仕
向
け
ら
れ
、
若
し
其
の
中
に
遊
興
を
厭

ふ
鷹
募
者
あ
う
と
錐
も
必
ず
、
其

の
土
工
間
に
之
を
誘
は
し
め
る
、
斯

く
し
て
如
何
な
る
鷹
募
者
に
も
先
づ
第

一
に
前
渡
金
が
設
け
ら
れ
、
之
が
抑

亡
土
工
拘
束
の
第

一
歩
で
あ
り
再
び
容

易
に
此
の
肚
會
を
脱
却
し
得
な

い
絆
で
あ
る
。

次

に
契
約
期
間
で
あ
る
が
、
之
は
記
載
に
何
等
の
偽
も
な

い
、
勿
論
其

の
必
要
も
認
め
ざ
る
所
で
あ
る
。

賃
銀
は
就
業
以
前

に
は
定
め
ら
れ
ず
、
署
名
の
時
は
勢
働
能
牽

の
如
何
に
依
う
て
決
定
す

る
と

の
甘
言
の
下
に
、

就
業
所
に
行
く
の
で
あ
る
。
併
し
就
業
揚
に
到
着
し
π
時
は
何
時

の
間
に
か
、
期
限
其
の
他
の
條
件

の
み
承
諾
し
て



署
名
し
力
契
約
書
に
は
、
賃
銀
が
立
派
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
、
且
つ
周
旋
人
や
募
集
從
業
者
の
言
と
全
く
異
つ
π
額

で
あ
る
。
併
し
此
れ
を
抗
議
す
る
方
法
竜
な
く
又
抗
議
し
て
も
何
等
の
効
果
竜
な

い
。

普
通
此
の
契
約
書
に
捺
印
せ
し
め
る
と
き
、
就
業
案
内
を
渡
す
事
を
官
憲

よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
、
就
業
案
内
に

は
、
其

の
事
業
の
繊
績
期
間
、
仕
事

の
内
容
、
勢
働
時
間
、
解
雇
蹄
郷
族
費

、
待
遇
方
法
、
病
氣
治
療
方
法
、

一
切

の
部
屋

の
規
則
、
施
設
状
況
、
勢
働
條
件
、
賃
銀
状
態
等
を
規
定
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
業
主
は
此
の
就
業
案

内
を

一
般
螢
務
者
に
與

へ
て
ゐ
な

い
。
或
る
部
屋
の
幹
部
の
言
に
依
れ
ば

「
此
の
就
業
案
内
に
記
す
る
外
の
仕
事
は

命
ず
る
も
之
を
成
さ
ず
、
又
春
夏
秋
冬
に
於
て
勢
働
時
間
に
長
短
の
差
は
免
れ
な

い
、
其
他
之
を
渡
す
時
は
僻
を
低

く
し
て
色

々
抗
議
が
ま
し

い
事
を
上
申
す
る
、
此
等
が
面
倒
で
あ
る
か
ら
寧
ろ
渡
さ
な

い
事
に
し
て
あ
る
。
」
と
語

つ

て
ゐ
カ
。
此
の
案
内
は
所
轄
警
察
署

の
黙
槍
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
で
、
如
何
に
管
理
者
力
り
と
も
濫
に
攣
更
を
許
さ

れ
な

い
。

雇
傭
契
約
と
言
つ
て
も

一
般
工
場
鑛
山
勢
働
者
の
如
き
特
別
の
規
定
あ
る
事
な
く
、
全
く
事
業
主

の
專
決
で
、
只

法
倉
に
違
犯
し
な

い
最
低
限
度
の
も
の
に
し
て
、
勢
務
者
の
輻
利
塘
進
な
ど
微
塵
も
な
く
、
只
自
己
の
利
に
の
み
走

う
、
全
く
原
始
的
契
約

の
下
に
強
制
的
に
過
激
な
る
勢
働
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
状
態
で
あ
る
。

監
獄
部
屋
と
云

へ
ば
、
直
ち
に
想
像
す
る
は
虐
使
と
勉
走
で
あ
ら
う
。
赴
走
が
如
何
に
此
の
肚
會
に
取
う
て
必
然

北
海
道

に
於

け
ろ
土
工
部
屋

三
九
三
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的

な
竜

の
で
あ

る
か

、
何
故

に
表
に
現
は
る

㌦
如
き
多
歎

の
逃
走
者
を
出
す

か
。
其

の
原
因

は
勿
論
第

一
酷
使

で
あ

る
、
勢

働
が
過
度
に
し

て
未
だ
嘗

つ
て
経
験
な
き
竜

の
に
は
、
到
底
堪

へ
得

ら
れ
な

い
、
然

る
に
其

の
理
由
も
察

せ

ず

、
残

怨
な
る
鞭
が
待

っ
て
ゐ
る
。
斯

る
場
合
逃
走
を

企
て
此

の
地
獄
よ
り
逃

れ

ん

と

す

る

は

勿
論
當
然
で
あ
ら
、

う
。
此
等

は
尤

も
同

情
す

べ
き
も

の
で
あ

る
、
併

し
身
膿
頑
健

に
し

て
勢
働

に
は
充
分

に
堪

へ
得

れ
ど
竜
、
前
借

金

と

し
て
多
額

の
借

財
を

有
し
、
其
負
債

は
如
何

に
努
力

す
と
も

、
之
を
皆
濟

に
は
牢

ケ
年

以
上
を
要

す
。
故

に
そ
う

し
π
苦

し
み

を
受
け

る
よ
り
自
由
な
身
と
な
り
働
き
度

い
と

の
考

へ
よ
う
逃
走
を

企
て
る
、
此
れ
竜
等
し
く
幾
分

の

同
情

を
引
く

竜

の
で
あ
ら
う
。

き
れ
ど

如
上
の
如
く
勢
働

に
充
分
に
適
當

な

る
身
膿
を
持

ち
な
が
ら

、
監
獄
部
屋

に

あ

る
と
き

は
外
出
を
許
さ
れ
な

い
が
故

に
料
理
店

、
飲
食
店
に
行
く
事

を
得

な

い
、
其
故
逃

走
を

企
て
他

の
周
旋

人

の
下

に
走
う
此
虜

に
叉
前
借
金
を
以

つ
て
遊
興

し
、
亨
樂
せ
ん
と

し
て
逃
走
を
企
て
る
、
此
等

は
何
等
同
情
す

べ
き

黙

な
き
も

の
で
あ
ら
う
。
僅

か

一
週
間

に
し

て
逃
走
し
斯

の
如
く
彼
方

此
方
と
逃
走
し

て
は
前
借
金
を
得

、
遊
興
す

ヘ

へ

る
、
併
し
土
工
の
群
に
投
じ
居
る
大
牛
は
斯

の
種
の
π

こ
で
あ
る
事
は
世
人

の
恐
ら
く
意
想
外
の
事
實
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
世
に
監
獄
部
屋
と
の
み
言

へ
ば
徒
に
幹
部

の
悪
峙
虐
使
を
責
め
立
て
、
土
工
を
辮
護
す
る
人
往

々
あ
れ
ど
も

如
上
の
有
様
を
以
て
し
て
は
、

一
黙

の
同
情
の
領
値
な
く
顎
使
虐
待
は
當
然
の
結
果
で
あ
ら
う
。

併
し
何
が
土
工
等
を
し
て
逃
走
を
企
て
し
め
る
か
を
窮
め
な
け
れ
ば
な
ら
顧
で
あ
ら
う
。
其
庭
に
は
多
藪

の
悪
周



旋

人

の
活
動
を
見
逃
す
事

は
出
來
な

い
。

『
一
土
工
の
語
る
庭

に
依
れ
ば

、
土
工
が
逃
走
を

企
て
る
事

は
三
重

の
利

得

が
あ

る
、
即
ち
第

一
虐
使
よ
り
免

れ
て
二
三

日
他

の
周
旋

入

の
下

に
徒
食
す

る
事
が
出
來

る
、
第

二
に
は
充
分
に

遊
興
し
享
樂
し
得

る
、
第
三
に
は
誰

よ
う
も
先

に
赴
走
し
、
到
着

し
た
る
時

は
周
旋

人
よ
b
赴
走
成
功
金
と
し

て
五

ヘ

へ

圓
乃
至
拾
圓

の
現
金
を
得

る

事

が

出
來

る
。
』
と
聞
く

、
斯

る
か
ら
繰
が
あ

る
な
ら
ば
、
土
工

の
赴
走
は
當
然

と
肯

首
し
得

る
で
あ
ら
う
。
此

の
裏
面

の
悪

周
旋

人

の
存
在
を
許
す
以
上
永
遠

に
　
走

の
跡
を
絶
た
な

い
で
あ
ら
う
。
周

旋

人
も

一
人

の
周
旋

に
多
額

の
手
藪
料

を
得

ら
れ

る
が
故

に
、
自
己

の
利

以
外
に
何
等

の
考
慮

も
な
き
彼
等

に
は
當

然

の
事

で
あ
ら
う
。

斯

の
如
き
場
合
濁
う
不
利
盆
を
蒙

る
は
管

理
者

の
み

に
て
彼
等

こ
そ
充
分

の
同
情

を
な
す

べ
き

で
あ

る
ま

い
か
。

併
し
此

の
逃
走

は
彼

等
土
工
仲
間

の
所
謂

『
は

い
か
ら
』
(
新
参
者
で
未
だ

土
工

の
経
験
な
き

も

の
)
に
は
到
底
此

の
赴
走
が
不
可
能
で
あ

る
。
何
年

か

の
土
工

の
修
業
を
経

π
る
竜

の
に
し

て
初

め
て
な
し
得

る
、
何
故
な
ら
先
づ
現

場
よ
う
逃
走
を
企

て
π
と
假
定
せ
よ
。

肢
脚

、
頑
強
な
る
見
張

人
及
び
棒
頭
に
追

は
れ
、
又

一
方
猛
犬
が
跡
を
追

ひ
、
要
領
を
知

ら
ざ
る

「
ハ
イ
カ
ラ
」

は
必
ず
拉
致
さ
れ
る
、
萬

一
若

干
里
逃
走
し
得
π
と
し

て
も
上
膿

は

一
物
も
纒

は
ざ

る
裸
燈
で
あ

う
、
赤

の
腰
憲
で

は
何
虜

か
ら
も
認

識
し
得
ら
れ
、
彼
等
仲
間

の

「
飛
ぶ
」
事

は
容
易
で
な

い
。

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

三
九
五
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若

し
夜
間
逃

走
を

企
て
る
も
住
舎

の
強
固
頑
丈

さ
に
は
蟻

の
逃

れ
る
道
も
な
く

、
又

一
方

に
不
寝
番
あ
う

て
夜
中

警
戒
を
な
し
、
更

に
外

に
は
番
犬
あ

り
、
住
含

よ
り
の
逃

走
は
到
底
望

み
得
な

い
、
然
ら
ば
斯

る
多
藪

の
逃
走
者
は

如
何

に
し
て
逃
走
す

る
か
、
彼

等

の

「
飛
ぶ
」

の
は
全
部
現
場
か
ら
で
あ

る
。
五
人

に

一
人

の
幹
部
が
居
虎
と

て
、

ヘ

へ

一
人
の
逃
走
を
追
ふ
中
に
他
の
四
人

の
た
こ
が
飛
ぶ
、
彼
等
の
内

に
要
協

し

て

一
人
最

初

に

飛
び
、
幹
部
の
何
人

ヘ

へ

か

ビ
之
を
追
跡
す
れ
ば
他

の
π

こ
が
飛
ぶ
と
云
ふ
具
合
で
あ
る
。
併
し
彼
等
を
掴
む
事
は
容
易
で
あ
る
。
何
故
な
ら

彼
等
は
皆
元
の
周
旋
屋
に
臨
う
酒
を
汲
み
交
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
管
理
者
が

一
度
び
周
旋
屋
の
軒
を
く

臆

つ
尤
以
上
只
之
を
拉
致
す
る
事
が
出
來
な

い
、
周
旋
屋
に
封
し
叉
は

一
人
に
付
き
拾
圓
-
拾
五
圓
を
支
彿
ろ

て
初
め

て
連
れ
て
來

る
。
又
他
の
部
屋
に
既
に
働

い
て
居
る
の
を
登
見
し
π
揚
合
に
は
、
其

の
管
理
者
と
の
契
期
を
過
ぐ
る

へ

も

に
至
ら
ざ
れ
ば
之
を
拉
致

す
る
事
が
出
來

な

い
。
連
れ

て
來

ら
れ
π
π

こ
、
其

れ
は
正

に
原
始
時
代

の
庭

刑
に
等

し

き
虐
待

を
受

け
る
、

ス

コ
ッ
プ
、
澹
棒

、
棍
棒

、
角
棒

、
鞭
等

を
持

つ
て
撲

る
、
叩
く

、
蹴

る
、
如
何

に
赦
を
請
ふ

と
も
聞
く
も

の
か
、
正
に
人
事

不
省

に
陥

る
に
至
う
て
初

め
て
残

怨
な
る
鞭

の
手
を

止
め
る
、
其
は
到
底
吾

々
を
し

て
傍
観
を
許
さ
な

い
極
刑
で
あ

る
。
此

の
棒
鞭

で
撲
ら
れ

て
、
固
く
な

つ
控
身
膿
で
な
く
て
は
、

一
人
前

の
土
工
と

ヘ

へ

稽

さ
れ
難

い
、
故
に

一
入
前

の
π

こ
と
な

る
に
は
、
皆

か
う
し
π
庭
置

を
受
け

て
來

π
竜

の
ば
か
う
で
あ

る
。

今
鼓

に
彼
等

土
工
夫
が
如
何
な

る
肚
會
的
犯
罪
を

必
か
し
た
か
を
見

る
に
左
表

の
如

し
。
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犯

罪

」表

(
昭
和
四
年

)

1

入 下 入 上

件 件

員 殿 員 鍛

1

件

員
種

別

1殺

____1入

ご」 一
九 八 三 五

廠 傷

死害

一

〇 八 七 四
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傷

害
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詐
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●

八 九 六 六

横

領

二ニ ニニ ー一 三

〇 二二 八 〇

窃

盗

六;四 西一

暴1

行

・一」 三

五 五 六 〇

賭

博

一 囑_一あ

四 四 七 七
九 七 四 三

警
察
犯

一

八 四'八 八
=ニ ニ=二=二

罰警

令察

二 三 六 六
四 九 五i五

違使
用

犯令

四 五=二=ニ
ー 四 五 冗

違雇

犯令

一

九 一一 六 ぺ

宜フ

他

六 七 四 四
四 一 八 五九 九

蕊 四

合

計

最

も

犯

行
多

き

月

に

五
、

六

、

七

、

入

、

九

、

十

の

月

で
あ

る
。

次

に
解
雇
に
移
ら
う
、

一
般

に
土
工

の
契
約
期
間

は
四

ヶ
月
、
五

ヶ
月

、
六

ヶ
月
而
も
夏

の
み
で
あ

る
。
故

に
九

ヘ

へ

月

、
十
月

、
十

一
月

の
頃

に
な
れ
ば
各

々
部
屋
を
鍾

み
残

る
π

こ
は
解
雇
す

る
、
先

づ
契
期
満

了
す
れ
ば
直
ち

に
勢

役
者
解
雇
屈
と
し

て
本
籍
地

、
氏
名

、
年

齢

、
.解

雇
年

月
伯

、
行
先
地
、
着
衣

、
人
相
等

を
記

し
て
所
轄
警
察

署
に

提
出

す
る
。
、萬

一
貯
金
が
あ

る
勢

役
者

に
は
其

の
額

を
返
還

し
、
借

金
額
皆
濟

に
な
ら
ざ
る
中

は
他

の
事
業
地

に
連

れ
て
行
ズ

、
若
し
他

の
事
業
な
き

と
き

は
逃
走
遠
す
べ
く
金
戴
墾
拾
圓
を
與

へ
て
自
由

に
放
任
し
置
く

、
併
し
斯

る

ヘ

へ

場
合

に
は
『
禿

之
も
何
庭
に
行
く
も
職

な
き
故
に
決
し

て
逃
走
は
し
な

い
。
管
理
者
が
己
む
を
得
ず
更

に
武
滲
圓
と

握
飯
に
絆
纒
位
を
與
、へ
て
解
雇
す
る
。
併
し
、
或

る
管
理
者
に
依
ム
て
は
蹄
郷
旅
費
負
憺
方
法
を
規
定
し
、
之
れ
に

 北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

・

三
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依
る
も
の
も
あ
6
と
錐
も
信
ず
べ
き
事
實

を
見
ず
、
如
上
の
規
約
と
稽
す
る
も
の
を
見
る
に
、

、

「
期
間
中
合
意
解
雇
の
場
合
は
過
剰
金
の
有
無
に
拘
ら
ず
募
集
地
嚢
で
の
族
費
を
支
給
し
、
期
間
満
了
の
も

の
は

過
剰
金
の
有
無
に
か
＼
は
ら
ず
募
集
地
ま
で
の
族
費
又
は
本
籍
地
蓑
で
の
旅
費
及
び
解
雇
手
當
威
圓
以
上
拾
圓
以
内

を
支
給
す
。
」

幹
部
級
の
土
工
に
し
て
管
理
者
叉
は
同
輩
と
意
見
合
は
ず
他
に
移
轄
す
る
と
き
は

一
言

コ

廻
う
廻

つ
て
参
め
ま

す
L
と
言
つ
て

一
文

の
手
當
も
受
け
ず
退
出
す
る
。

四

ヘ

へ

監
獄
部
屋
と
稻
す
る
も
第

一
章
に
述
べ
た
如
く
、
信
用
部
屋
と
普
通
の
た

こ
部
屋
の
二
種
が
あ
る
。

信
用
部
屋
と
稽
す
る
の
は
普
通
の
土
工
部
屋
と
異
な
ム
、
信
用
人
夫
の
み
を
以

つ
て
組
織

さ

れ
π

る

宿

舎
で
あ

る
。
此
の
信
用
人
夫
と
稻
す

る
の
は
幹
部
又
は
幹
部
の
知
人

の
紹
介
を
経
て
入
つ
て
來
る
、
普
通
信
用
人
夫
は
土
工

と
異
な
う
士
工
部
屋
に
起
臥
す
る
事
な
く
、
且
宅
か
ら
通

ひ
勢
働
に
從
事
す
る
事
を
原
則
と
す
る
。

併
し
仕
事
の
現
場
が
遠
方
の
土
地
に
あ
う
て
通
動
を
許
さ
ず
、
又
自
宅
を
有
し
な

い
も
の
多
歎
あ
る
場
合
に
於
て

は
、
此
庭
に
信
用
部
屋
と
稽
す
る
も
の
が
作
ら
れ
る
、
併
し
此

の
部
屋
は
普
通

の
土
工
部
屋
と
異
な
う
嚴
重
に
監
禁



■

す

る
事
竜

な
く
叉
所
謂
棒
頭
と
構
す

る
も

の
竜
居

な

い
。

ヘ

へ

其
腱
で
愈

ー
π
こ
部
屋

の
組
織
を
見
や
う
、
普
通

一
部
屋
は
六
十
人
乃
至
七
十
人
を
以

つ
て
形
成
さ
れ
、
最
高
限

度
で
百
人
で
あ
る
。
所
謂
幹
部
と
構
す
る
は
管
理
者
、
世
話
役
、
帳
揚
、
棒
頭
で
あ
る
。
管
理
者
は
土
工
仲
間
で
云

ふ

「
親
父
」
に
し
て
部
屋

一
切

の
事
務
を
統
括
し
、
時
に
募
集
從
事
者
を
兼
諏
る
も
の
で
あ
る
。
大
請
負
人

×
x
組

よ
う

一
部
を
請
負

つ
て
來
る
下
請
人
で
あ
る
。

管
理
者

の
下
に
世
話
役
又
は
世
話
嶢
と
稽
す
る
も
の
あ
う
て
、
勢
働
方
面

一
切
の
事
務
、
指
揮
を
な
す
竜
の
に
し

て
部
屋
唯

一
の
技
術
者
で
あ
る
。
即
ち
士
地
の
測
量
設
計
よ
り
人
員

の
配
布
に
至
る
ま
で
掌
る
も
の
に
し
て
、
相
當

の
技
術
の
知
識
叉
は
経
験
を
経
π
る
を
必
要
と
す
、
叉

一
方
棒
頭
を
取
締
る
重
任
を
有
す
る
。

此
れ
と
相
虹
ん
で
帳
場
な
る
も
の
あ
う
て
六
七
+
人
以
上
収
容
す
る
宿
含
に
て
は
、
米
噌
帳
揚
と
現
場
帳
場
と
の

二
つ
に
分
控
れ
る
。
米
噌
帳
揚
は
食
料
、
衣
服
、
住
含
等
の
事
務
を
憺
任
し
、
現
場
帳
揚
は
勢
働
方
面
に
於
け
る
業

務
を
取
扱

つ
て
ゐ
る
。
棒
頭
と
言

ふ

の
は

五
人
以
上
入
入
位
を
引
具
し

て
勢
働
に
從
事
し
、
土
工

の
動
怠
を
見
張

だ
ち
ん
ぽ
う

6
逃
走
を
監
親
す
る
何
等
仕
事
も
な
さ
ず
、

一
日
中
立
儘
し
て
ゐ
る
故
に
士
工
の
間

に

は

之
を
稽
し
て

立

棒
と
言

ふ
、
彼
等
は
長
く
土
工
を
業
と
し
土
工
生
活
の
表
裏
を
知
悉
し
カ
る
竜
の
で
あ
ゐ
、
叉
野
蟹
残
怨
性
あ
め
て
土
工
の

最
も
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
棒
頭
以
上
前
四
者
を
稻
し
て
幹
部
と
云
ふ
。

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

三
九
九
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此

の
外
役
付

と
し
て
見
張

人
と
云
ふ
も

の
あ

り
、
棒
頭
の

一
人
叉

は
特
別
、の
入
間

を
設
く

る
事

あ
れ
ど
も

、
普
通

棒
頭

の

一
人
が

之
を
兼
任
す

る
。

全
部

の
士
工
が

一
現
場
に
て
働

い
て

ゐ
る
場
合
、
又
は
棄

場
が
遠
方
に
あ

る
場
合
等

に
置
か
る

＼
も

の
に
し

て
、

若

し
逃
走
者
あ

る
時

は
全
責
任
を
負

ひ
て
追
跡
し
之
を
拉
致
す

べ
き

も
の
で
あ

る
。
此

の
外
土
工

の
中

か
ら
選
び
て

不
寝

番

、
炊
事

夫
、
難

夫
等

が
あ

る
。

不
寝
番

は
管

理
者

の
信
用
あ

る
人
物

を
以

つ
て
之
に
當

る
。
此

の
不
寝
番

設
置

の
理
由

は
表
面
上
疲

れ
果
て
π
る

土

工
等

の
寝
冷
等
を
防

ぎ
、
夜
間

の
休

息
を
充
分
な
ら
し

め
る
爲

め
と
云
ふ
も

、
其

の
裏
面

に
は
土
工
が
夜

間
宿
含

よ
り
逃
走
を
防
ぐ
爲

め
に
存

す
る
も

の
で
あ

る
。
彼
等

は
書
間
は
宿
舎

に
あ
b

て
休

息
を

な
す
も

の
で
あ

る
。
炊
事

夫

は
賄

、
風
呂
焚
き

、
宿
含

の
内
外

の
掃
除
を
掌

る
竜

の
に
し
て
、
病
氣

に
て
業
務

に
堪

へ
ざ

る
も

の
、
叉

は
管

理

者
、
世
話
焼

、
婦
女
等

之
に
當

る
道
具
番
と
稻
す

る
役
割
あ

れ
ど

竜
、
特
別

の
人
夫

を
置
く
繹
で

は
な
く
不
寝
番

又

は
帳
場
が
之
に
與

る
。
仕
事

は
朝

の
黙

呼
後
仕
事

現
場

に
必
要
な

る
道
具

の
授
受
を
な
す

も

の
で
あ

る
。
難

夫
は

二

人
ー
⊥
二
人
宿
含

に
存
す

る
も

の
に
し

て
、
現
場

に
於

け
る
道
具

の
取
片
付

け
、
雑
用

一
切

、
書
飯

の
運
搬
等

を
仕
事

と
す

る
も

の
に
し
て
、
普
通

少
年
叉

は
老
人
を
之

に
充

て

＼
ゐ
る
。
此
を
明
示
す
れ
ば
、



∴
隷
畷
驚

ー
土
工
夫

ー
土
工
夫

ー
土
工
夫

ー
土
工
夫

ー
土
工
夫

理
想
的
宿
含

に
あ
り

て
は
確
然
と
如
上

の
役
割
と
人
藪

は
存
す

れ
ど
竜

、
事
實

各
宿
舎

に
は
其

の
仕
事

は
合
併

し

て
粂
務
す

る
、
マ
ハ小
宿
含

に
て
は
斯

る
名
稽

を
省

い
て
ゐ
る
も

の
が
多

い
。

只
最
後

に
取
締
人

の
説
明
を
な
さ
ね
ば
な
ら

澱
。
之

は
特
別

の
名
稻

こ
そ
有
す
れ
別

に
何
等

土
工
と
異

な
る
所
が

な
く

、
幹
部

の
下
に
働

い
て
ゐ
る
竜

の
で
あ

る
が

、
只
仕
事

中
土
工
の
中

に
あ

り
て
互
を
督
働

し
、
怠
惰
者
あ

る
時

は
之
に
私
刑
を
加

へ
落
伍
者
な
く
働

か
し

め
る
竜

の
で
あ

る
。
又
宿
含

に
あ
う

て
も
自
ら
手
を
下
し

て
責
苦

を
な
す

竜

の
は
即
ち
此

の
取
締
人
で
あ

る
。
勿
論
幹
部
あ

り
て
之
を
成

す
を
職
と
す
れ
ど

も
、
幹

部
が
飴
う

の
虐
待
を

な
す

時

は
取
締
規
則

に
依
り
て
罰
せ
ら
れ
る
、
故

に
此

の
役
割
を
設
け
若

し
訴

へ
ら
れ
る
様

な
揚
合
が
あ

つ
て
竜
仲

間
同

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

四
〇

一
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志

の
喧

嘩
と
し

て
幹

部
は
何
等
制
裁
を
受
け
ぎ
る
が
如
く
仕
組
嚢
れ
て

ゐ
る
。
彼
等

は
現
揚
に
於

い
て
は
仕
事
を
し

て
土
砂

の
掻
き
崩
し
、
棄
場

の
地
な
ら
し
等

比
較
的
容
易
な
業
務
を
掌

つ
て
ゐ
る
。

此

の
組
織

下
に
あ

り
て
彼

等
は
如
何

に
酷
使

さ
れ
て
ゐ
る
か
、
朝

四
時
孚
起
床

、
五
時
よ
う
仕
事

に
着

手
し
、
九

時

過
ぎ
光
分
休
憩

、
+
二
時
書
食

、
二
時
宇
よ
b
光
分
休
憩

、
日
没

に
蹴
舎
す

る
、
就
業
案
内

の
記
す
る
所
を
見
れ

ば

、

、

「
三
月
-

六
月

勢
働
時
間
は
午
前

五
時
1
⊥
二
時
間

、
九
時
よ
う
二
時
間
、
+
二
時

よ
め
二
時
間

、
三
時

よ
う
五

時
宇
ま
で

二
時
間
、
休
憩

時
間
入
時
宇

よ
う
牛
時
間

、
十

一
時
よ
う

一
時
聞
、

二
時
宇

よ
う
宇
時
間
」
と
規
定

さ
れ

て
ゐ
る
が

夕
方
五
時
牢

に
仕
事
を
終

る
と
す

れ
ば

、
此

の
季
節

に
は
未
だ
悠

に
二
時

間

の
仕
事

を
な
し
得

、
叉
休
憩

時
間
竜
光
分
な
ど
到
底
與

へ
は
し
な

い
、
故
に
就
業
案
内

は
土
工
夫
に
與

へ
ね
ば
な
ら
顧
と

は
規
定
す

る
も
、
其

れ

は
只
形
式

的

に
作
ら
れ

る
の
み
で

、
適

宜
勢
働

に
從
事

せ
し
め
て
ゐ
る
と

は

一
管

理
者
自
身

の
語
る
所
で
あ

る
。
故

に
勢
働
時
間
は
夏
分
は
大
抵

+

一
時
間
乃
至
十
二
時
間

、
+
三
時
間

の
も

の
で
あ

る
。
書
食
は
九
時
と

二
時

と

の
二

同
を
普
通
と
す

る
、
休

日
は
取
締
令

に
依
う
月

二
同
以

上
と
す
る
も

、

一
ヶ
月
中

に
は
勢
働
に
堪

へ
得

ざ

る
豪
雨
あ

る
を
以

つ
て
、
晴

天
の
限
め
は
絶
劃

に
休

日
は
な

い
、
勢
働
從
事
中
降
雨
あ
り
と
す

る
も
雨
激

し
く

し
て
捲
棒
が
滑

う
落
ち
仕
事

を
な
し
得

ざ
る
に
至
ら
ざ
れ
ば
已
め
な

い
、
併
し
信
用

人
夫
と
混
合

せ
る
部
屋

に
於

い
て
は
休

日
は
嚴



守

し
て
ゐ
る
様

で
あ

る
。

然
ら
ば
現
場

に
於

い
て
は
如
何

に
働

い
て
ゐ
る
か
其

の
状

況
を
見

る
に
、
先
づ
最
初

七
入
+
人

の
土
工
を
別
ち

て

伐
開
組

、

モ
ッ

コ
組

、
根
堀
組

、
岩

掻
組

、

ト

ロ
リ

ー
組
等

に
分

つ
。
最
初
伐
開
組

π
う
と
も
終
始
伐

開
組
π

る
事

な
く

、
種

々
轄

々
と
し

て
他

の
組
に
配
當

き
れ

る
。
併
し
之
は

モ
ッ

コ
組
を
始
終
や

る
時
は
肩
が
腫

れ
上
う

、
岩

掻

組
な
ら
ば

一
日
働
け
ば
手
が
し
び
れ

、
頭
が

ガ

ン
ー

し
到
底
永
績

性
を
有
し
な

い
か
ら
で
あ

ら
う
。
さ
れ
ど

怠
惰

な
土
工

に
し
て
懲
罰

の
意
味
を
以

つ
て
始
終
岩
掻
組
、

モ
ッ

コ
組
等

に
廻
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
竜
あ

る
。

土
砂

の
運
搬

に
は
普
通

ト

ロ
リ

ー

一
輪
車

を
用

ふ
る
が
、
急
坂

な
る
地
盤

、
凹
凸
甚

だ
し

い
土
地
で

は
土
工
特
有

の
三
尺
牢

方

の
大

モ
ッ

コ
を
用

ふ
る
が
常
で
あ

る
。
土
質

の
關
係

よ
う
泥
土

の
多

少
、
岩
石

の
如
何

、
棄
場

の
遠
近

等

に
よ
り
異

な
る
が
、
普
通

一
坪
は

モ
ッ

コ
な
ら
ば
普
通
勢

働
者
が
百

二
十
乃
至
百
五
+
で
蓮
ぶ
も

の
を
五
+
七
入

乃
至
六

十
五
六

モ
ッ

コ
で
運
搬
す
る
。

一
輪
車

な
れ
ば
百
七
入
十

ト

ロ
リ

ー
な
ら
ば
廿
車
程

に
依

り
て
運

び
得

る
、

圭
管

か
普
通

の
土
砂
に
て
棄
場
竜
近
き
時
は

一
人

一
日
李
均

二
坪
を
限
度
と
し
て

ゐ
る
、
此
等

の
外
馬
車

を
用

ふ
る

事

も
あ

る
。

.

,

如

上

の
方
法
は
切
棄

て
と
稽

し
土
貿
硬
く

、
棄
場
遠
く

し
て
難
工
事

と
見

π
る
時
、
全
部
を

一
現
揚

に
集

め
て
幹

部

の
叱
陀
の
下
に
勢
働

せ
し

め
る
時

に
用

ふ
る
が
、
世
話
役

に
於

い
て
土
性
、
棄
場

の
遠
近

に
依
う
小
間
割
な

る
制

北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

四
〇
三
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度

を
探
用
す

る
事

が
あ

る
。

.

,
,

.

,

・

小
間
割
制
度
と

言
ふ
は
土
工

二
人
乃
至
三
人
に

て
、
例
令

四
坪
ー

五
坪

の
土
地
を
運
搬
す

べ
く
割
當
す

る
。
き
れ

ば
各

蓄
割
前
を
成

る
べ
く
早
く
片

づ
け
ん
ど
努
力
し
、
非
常

に
仕
事

の
能

率
を
塘
進
す

る
事

が
出
來

る
。
若
し

一
日

分
と
し
て

の
割
當

て
を
早
く
片
づ
け
カ

る
時
は
歩
塘
し
と
し
、
歩
増

し
の
仕
事

に
劉

し
て
は
賃

銀
を
塘
す
、
併
し
此

の
方
法
を
採
用
す

る
揚
合
が
非
常

に
少

い
、
何
故
な
ら
土
砂

の
性
質

、
棄
揚

の
關
係

か
ら
此

の
制
度
を
採
用
す

る
土

地
が
非
常

に
少

い
か
ら
で
あ

る
。

然
ら
ば
彼
等

の
從
事
す

る
事
業

は
如

何
な

る
も

の
で
あ

る
か
、
取
締
規

則
第

萱
條

に
規
定
す
る
通
う
、
道
路

、
鐵

遣

、
灌
概
溝
其

の
他

の
土
木
工
事

及
び
附
属
難

役
等
で
あ

る
が
、
今

昭
和
四
年
上
牢
期

の
事
業

別
を
見

る
に
、

鐵
道
敷
設

工
事

二
〇

道

路
開
難

一
一
三

造
田
工
事

九

灌

瀧

溝

入

其

の
他
貯
水
工
事

、
排

水
事
業

、
水
電
工
事

、
堤
防
工
事

、
砂
利
揚
等

て
あ

る
.、

籾

而
最
後

に
世
人
が
最
も
恐
れ

、
印
象
付
け

て
ゐ
る
酷
使
虐
待

は
如
何

に
行
は
れ

て
來
た

か
、
先
づ
此

の
懲
罰
を

受
け

る
、
受

け
る
も

の
は
即
ち
仕
事
に
怠
け
る
者

、
僑
病
を
な
す
も

の
、
逃
亡
を
企
て
る
竜

の
等
で
あ

る
事

は
勿
論

で
あ

る
。〔
数

年
前
ま

で

は
全

く
欧

米

に
於

け

る

黒
人
奴
隷

に
等

し
く

ス

コ
ッ
プ
で
撲

打
さ
れ

る
、
角
棒
で
叩
か
れ



る
、
泥
靴

を
以

つ
て
蹴
飛
ば

さ
れ
る
、
果
て
は
生
面

に
唾

せ
ら
れ
る
、
悲
惨

な
虐
待

を
受

け
て
來
た
。
更

に
遡
り
て

取
締
規
則

公
布
以
前

に
於

い
て
は
、
全
く
非
人
間
的
取
扱
を

さ
れ
て
ゐ
た
。
夏
は
裸
禮

に
高
熱

を
以

つ
て
狂

死
し
、

冬

は
極

寒
に
凍
死

し
、
哀
れ
無

縁

の
孤
墳
と

な
b

て
顧

み
ら
れ
ざ

り
し
竜
の
が
幾
多
あ

つ
尤
ら
う
。

こ
れ
が
歎
年
後

雨
露

に
晒
き
れ
、
自
骨

と
な
ム
て
表
は

れ
π

る
も

の
さ

へ
あ

つ
た
。

さ

れ
ど

現
今
に
於

い
て
は
如
何

な

る
山
奥

に
も
、
月

二
同
以
上

の
警
官

の
臨
槍
あ

う
、
斯

る
職
漂
す

べ
き
事
實

は

跡

を
絶

つ
に
至
り
π
う
と

は
言

へ
、
毎

日
の
新
聞

に
土
工

の
喧
嘩

の
美
名

に
か
く
れ
、
幹
部

の
虐
待

の
如
何

に
多
く

行

は
れ

つ
＼
あ

る
事

か
、
最

近
特

に
不
景
氣

の
襲
來

に
事
業
界

の
不
振

に

つ
れ
貞
其

の
残

酷
は
更

に
度
を
加

へ
っ
㌧

あ

り
、
肉

は
裂
け
飛

び
、
血

は
草

を
染

め
、
古

の
面
影
な
き

に
至
り
π
る
と

は
云

へ
、
宿
含

に
於

け
る
監

禁
、
拘

束
、

勢

働

の
酷
使
等
吾
等
を
し
て
職
懐
せ
し

む
べ
き
幾
多

の
事
實
あ

る
事

を
否
定
す

る
事

は
出
來
な

い
。

五

・
第
壼

賃
銀
其
の
他
、

管
理
者
は
大
請
負
業
者
よ
り
何
千
圓
、
何
萬
圓
か
に
或
る
工
事
を
請
負

ひ
、
其
の
請
負
儂
格
の

ゴ
割
五
分
と
か
、

二
割
と
か
の
利
盆
を
豫

め
算
定
し
、、
其

の
獲
額
内
に
於

い
て
其
の
工
事
を
完
成
す
べ
く
土
工
を
酷
使
す
る
が
故
に
、

北
海
消
に
於
け
る
土
工
部
屋

ー

四
〇
五
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前
以

つ
て
利
盆
を
獲
得
す

る
事
が
出
來
る
。

世
話
役
に
は
其
の
技
個
の
如
何
に
依
ウ
、
月
給
最
低
六
拾
圓
よ
う
百
圓
迄
。
棒
頭
は
参
拾
圓
以
上
六
拾
圓
。
帳
揚

は
五
拾
圓
以
上
入
拾
圓
迄
で
あ
る
。
併
し
此
の
月
給
は
純
手
取
金
に
し
て
食
費
、
日
常
品
代
等
を
擦
除
し
た
る
額
で

ヘ

へ

あ

る
。
然

ら
ば

所
謂

π

こ
は
何
程

の
賃
銀
を
與

へ
ら
れ
る
か
、
各
部
屋

に
於

け
る
土
工
人
夫
庭
遇
法

に
依

れ
ば
、
萱

圓
参
拾
銭

以
上
武
圓
迄
と
規
定
す
れ
ど

も
、
現
在

の
不
況

の
下
に
於

い
て
は

一
圓
よ
う

一
圓

四
十
銭
ま
で
を
普
通
と

し

て
ゐ
る
。
そ

し
て
彼
等

土
工
は
此

の
賃

銀
の
中
よ
6
食
費

、
衣
服
代
、
日
常
品
代
等

を
控
除

せ

ら

れ

る

の
で

あ

る
。次

に
食

料
、
宿
料
、
及

び
販
責

品

に
付
き

て
述

べ
や
う
。
勢
務
者
庭
遇
法
に
依
れ
ば
、
勢
務
者
よ
血
徴
牧
す

べ
き

賄
料
夜
具
付

一
入

一
日
に
付
き
金
六

十
五
銭
と
す

、
と
あ
る
が
、
此

の
六

十
五
銭

は
次
章

生
活
標
式

に
述
ぶ

る
所
と

劉
照
し
て
非
常

に
高
個
暴
利
と

云
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

更

に
彼
等

土
工
は

一
切
外
出
を
禁
ぜ
ら
る

＼
が
故

に
、
日
常
品

一
切
は
帳
揚

よ
ム
之
を
購
買
せ
ね
ば
な
ら
な

い
、

其

の
種
類
及

び
償
格

の
適

例
を

示
せ
ば
次

の
如
く
で
あ

る
。

種

÷

÷

類

金

額

種

÷

÷

÷

額



■

冬 清 鮭 軍 タ 手

高

丈 ナ

,上 酒.手 ル 拭

一 一 一 一 一 一

足 倉 足 足 本 本

二 十 十 十 三 十

圓
三 五 六 十 五
十
鎧i鎧i鎧i鎧i鑓 鎧i

ヤ冬 夏 同 冬
メ 高 高

スリ 丈 丈

上 下 中 上 下 中

ニ ー 一・ 一一 ・一=二

圓 圓 圓 圓

三 五 六 五

十 十 十 十

圓 鋒 鐘 鍾 鍍 圓

夏 同 同 シ 同 冬

股 ヤ ず

引 ツ ヤ
ス

上 下 中 上 下 中'

一一 一 一 ニ ー 一

圓 圓 圓 圓 圓

三 二 五 二 五

十 十 十 十 十

鑓 鎧i鐘 圓 鋒 鎧i

同 同 夏 夏
シ 股
ヤ 引
ツ

下 中 上 下 中

八 一一 一 八 一

圓 圓 圓

十 十 五 十 十以

五 十 五

上 鎧i鐘 鎧i鐘 鎧i

藥
品
煙
草
及
び
切
手
葉
書
は
定
債
通
り
、
其
の
他
必
要
を
要
す
る
物
品
に
つ
い
て
は
購
入
原
償
を
以

つ
て
供
給
す

と
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
如
上
の
定
債
に
つ
い
て
見
る
に
市
慣
と
如
何
に
相
違
が
あ

る
か
、

一
見
し
て
知
6
得
る
で
あ

ら
う
。
叉
此
の
定
債
は
市
債
に
如
何
に
暴
落
が
あ
ら
う
と
も
之
に
關
せ
ず
、

一
旦
規
定
し
π
る
定
慣
は
飽
く
ま
で
之

を
嚴
守
す
る
。

靱
て
此
の
支
彿
方
法
は
、
現
金
に
非
ず
し
て
帳
揚
に
於
け
る
月

一
同

の
精
算

の
際
、
賃
銀
中
よ
う
之
を
控
除
す
る

賃
銀
の
支
彿
方
法
は
普
通

一
ヶ
月
精
算
を
常
と
す
る
。
即
ち
璽
月
十
五
日
迄
に
前
月
の
精
算
を
な
す
事
を
規
定
さ
れ

て
ゐ
る
。

精
算
に
は
螢
役
者
勢
働
状
態
成
績
調
査
表
な
る
も

の
に
負
債
額
、
物
品
支
給
総
額
、

}
ケ
月
勢
働
賃
銀
、
総
額
等

 北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

四
〇
七
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四
〇
八

を
記
入
し

て
之
を
土

工
に
渡
し
、
且

つ
金
品
貸
付
内

繹
、
賄
料
、
稼

高
過
不
足
額
を
明
細

に
算
定

L
控
る
精
算

書
を

各
人

に
交
付
す

る
。
併

し
過
剰
金
は

一
日
僅
か
に
拾

五
銭
乃
至
式
拾
銭

に
過
ぎ

な

い
。
何

故
な
ら
例
令
賃
銀

一
日

一

圓
滲
拾

銭
と
し

て
も

、
其

の
中
よ
う
賄
料
六
+
五
銭

、
高
丈

一
週
間
耐
用

し
得

る
と
し

て

囲
日
廿
銭

、

シ
ヤ
ツ
、
股

引

一
ケ
月
耐
ゆ

る
と

し

て

一
日
拾

銭
、
清
酒

一
日

一
合

と
見

て
+
五
銭

、
煙
草
は

一
日

バ
ッ

ト

一
個

七
銭
、
其

の
他

の
難
品
代

一
日
二
三
銭
と
計
算
し

て
合
計

一
圓
武
拾
銭
を

必
要
と
す

る
。
さ
れ
ば

一
日
貯
金
高
拾
銭

し
か
得
ら

れ
な

い
。
若

し
例

へ
ば
墾
拾
圓

の
前
借
金
を
有
す
る
と

せ
ば
、
約
宇
年
以
上
苦

し
ま
ね
ば
皆
濟

に
至
ら
な

い
。
故
に
節

約

に
節

約
を
重
ね

て

一
ヶ
月
拾
圓

の
貯
金

を
な

し
得

る
も

の
は
稀
で
あ

ら
う
。
此
庭

に
も
彼

等
を
し
て
逃
走
せ
し
む
べ

き

理
由
は
、
充
分
に
存
在
す

る
で
あ

ら
う
。

内

地

の
監
獄
部
屋
及

び

一
部

の
北
海
道
贈
獄
部
屋

に
於

い
て
は
支
彿
方
法
と
し

て
「
山

札
」
と
稻
す

る
傳
票
を
毎

日

登
行
し
て
、
日
給
を
其

の
日
其

の
日
に
給
與
す

る
場
合

、又

は
五
日
間
勘
定

、又

は
十
日
間
勘
定

、
十
五

日
勘
定
と
其

の

管
理
者
に
依
う

て
支
彿
方
法
が
異
な
り
、
別

に
統

一
し
た

る
方
法
は
な

い
が
、
最
も
多

い
の
は

一
ヶ
月
精
算

で
あ

る
。

前

記
貯
金
に

つ
い
て

讐
あ

る
が
、
上
述

の
如
く

凡
そ

の
経
費

を
支
彿

ひ
π

る
飴
剰
金
は

、
管

理
者
が

一
部

は
郵
便

貯
金
と
し
、
残
部
は
金
品
保
管
簿

に
記
載

し

て
帳
場
に
保
管

し

ゐ
く
を
常
と
す

る
。
貯
金
通
帳

は
決
し
て
土
工
夫
に

渡
す
事
な
く
、
其

の
有
高
は
帳
場
に
於

い
て
口
頭
で
通
知
す

る
の
み
で
あ

る
。
山

間
僻
地

に
あ

る
監
獄

部
屋
に
は
斯



く

の
如
き
貯
金
方
法

は
全
然
な
ぐ
、
叉
表
面
上
あ

b
と
す

る
も
、
そ
れ
は
官
権

に
劃
す

る
捏
造
で
あ
ら
う
。
只
蝕

に

信
用
人
央
混
合
部
屋

に
於

け
る
規
定
を
見
れ
ば
、

「
勢
務
者

に
封
し

て
は
毎
月
末

に
締
切
う
、
翌
十
五

日
以
内

に
精
算
し
、
過
剰
金
あ
る
竜
の
は
其

の
十

分
の
二
を

貯
金

せ
し

め
、
各
合
意

の
上

、
管

理
者

に
於

い
て
保
管

し
置
き

、
解
雇
叉

は
事
情

巳
む
を
得

ざ

る
場
合
に
限

う
本
人

の
望
に
依

り
返
還
す

る
も

の
と
す

、
」
と
あ

る
。

今
舷

に
本
道
内
貯
金

有
高
諸
統
計

を
見
る
に
左

の
如
し
。

全
道
六

十
入
警
察
署

の
調
査

に
よ
れ
ば
十
九
警
察
署
管
内

は
貯

金
高

一
銭
も
な
く

比
較

的
多
き

も

の
竜

一
人
丞
-均

五
圓
以
上
に
上

る
竜

の
極

め
て
稀
な
ウ

(
昭
和

四
年
上
宇
期

)

一
人
丞
-
均
貯

金
高

五
圓
以
上

の
竜

の
は
左

の
如

し

木
古
内
警
察
署
管

内

=
二
・
○
○

手
璽
同

六
・
○
○

鵡
川
同

六

・
○
〇

一
人
導

均
負
債

高

二
十
圓
以
上

の
竜

の

北
海
道

に
於
け
る
土
工
部
屋

四
〇
カ
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旭
川
警
察
署
管
内

中
頓
別
同

厚
岸
管
内

二
+
五
圓

三
+

一画

二

十

圓

小
樽
警
察
署
管
内

江
別
同

四

一
〇

二
+
五
圓

二

十

圓

昭
和
四
年
賃
銀
支
彿
高
及
び
貯
金
高

月

別

賃

銀

支

梯

高

貯

金

高

月

別

賃

銀

支

抽

高

貯

金

高

一

月

三
九、
三
一

二
、

二
〇
〇

八一
九、
四
三
〇

八

刀

二
九
八、
〇
四
九、
八九

〇

一

七
、

六
一

三、
六
八
〇

二

月

七
九、
五
〇
二、

三
〇

一
、

一

四八

、
五
〇
〇

九

刀

二
九
四、
九
四
〇、
六
四
〇

二
六、
二
九
三、

二
〇

三

月

八
八、
三
五
六、

杢ハ
○

一
、

三
一

四、
一

七
〇

十

月

二
八
八、
○
〇
六、
五
四
〇

ご
七、
〇
一
七、
五
八
〇

四

月

一
三
九、
八八

九、
六
四
〇

一
、

八
〇
三
、

九
二
〇

+

一

月

一
八
四、
六
七
九、
三
五
〇

;、
六

9
、

七
四
〇

五

月

一
八
八、
七
二
九、
九
ご
○

六、
八
四
三、
二
〇
〇

十

二

月

八
二、
八
八
七、
六
八
〇

二、
九
六
二、
九
三
〇

六

月

一

毛
五、
五
六
四、
四
九
〇

一
一
、八

三
、

○
○
∩

七

月

」

三
〇
一
、

〇
五
九
、

三
一

〇

一

五
、

一

〇
八、

三
〇

計

二、
二
六
〇、
八
八
八、
四
四
〇

三
六、
三
四六

、
三
七
〇

籾

而
次
に
傷

病
虹

び
に
治
療

に

つ
き

て
述

べ
や
う
。
土
工

に
於

い
て
は

一
般

に
傷

病
者
と
稻
す

る
も

の
甚
だ
少

い
。

反
管

理
者

の
方

に
於

い
て
少
な

か
ら
し

め
て
ゐ
る
。
募
集
當

時
に
於

い
て
身
禮
柔
溺

な
る
も

の
は
之
を
募
集

せ
ず
、



叉
勢
役
者
使
用
取
締
規
則
第
五
條
に
於

い
て
竜
身
膿
虚
弱
な
る
竜
の
は
之
が
使
用
を
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉

一
方
契

約
期
間
短
期
故
、
病
氣
で
勢
務
に
堪

へ
ざ
る
も
の
は
借
銭
の
如
何
に
關
ら
ず
解
雇
す
る
。
普
通
勢
務
者
庭
遇
法
を
規

定
す
る
完
備
せ
る
宿
含
に
於

い
て
は
、
月
二
同
以
上
の
健
康
診
断
を
行
ひ
、
健
康
診
断
簿
に
記
載
し
て
警
官
の
黙
槍

を
受
け
、
患
者
と
見
倣
さ
れ
カ
る
も
の
は
傷
病
者
と
し
て
名
簿
に
記
し
て
治
療

せ
し
め
る
。
併
し
健
康
診
断
と
稽
す

る
竜
書
師
は
來
訪
す
る
事
は
あ
れ
ど
竜
、

一
人
の
手
を
握
る
事
竜
な
く
管
理
者
室
に
饗
鷹
を
受
け
て
、
蹄
る
事
に
な

つ
て
ゐ
る
と
は
、

一
土
工
の
述
懐
す
る
所
で
あ
る
。

此
の
胱
會
の
傷
病
者
と
見
倣
さ
れ
る
者
は
、
到
底
立

つ
能
は
ず
勢
務
に
堪

へ
ざ
る
に
至
り
疫
る
者
で
あ

つ
て
、
相

當
の
重
病
者
で
竜
、
立
ち
得
る
も
の
は
之
を
病
氣
と
見
倣
さ
ず
、
叉
土
工
で
竜
病
氣
と
見
ら
れ
る
事
は
、
彼
等
に
取

つ
て
は
非
常
に
苦
痛
で
あ
る
。
何
故
な
ら
病
者
と
し
て
仕
事
現
揚
に
は
行
か
な

い
が
、
宿
舎
に
あ
う
て
幹
部
の
監
親

の
下
に
種

々
の
難
用
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
患
者
の
故
を
以

つ
て
食
物
は
充
分
に
供
せ
ら
れ
ず
、
殊
に
脚
氣
な
ど

に
あ
う

て
は
米
及
び
水
分
は
絶
π
れ
姿
飯
と
盤
と
で
あ
る
。
湯
も
漬
物
も
給
せ
ら
れ
な

い
、
故
に
潟
と
空
腹
に
堪

へ
兼
ね
、

明
日
は
倉
皇
と
し
て
現
場
に
出
か
け
る
、
且
つ
不
時
に
病
氣
で
あ
る
と
稽
す
れ
ば
、
幹
部
之
を
診
察
し
必
ず
脚
氣
と

云
ふ
、
此
の
世
界
に
尤
も
恐
れ
る
病
名
を
冠
せ
ら
れ
、
塞
腹
と
潟
を
以

つ
て
苦
し
め
ら
れ
る
。

数
に
今
尤
竜
完
備
せ
る
宿
含
に
於
け
る
傷
病
者
庭
遇
法
を
掲
げ
や
う
、
但
し
此
は
形
式
と
し
て
規
定
を
命
ぜ
ら
る

北
海
道
に
於
け
ろ
土

工
部
屋

四

一
一
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る
が
故
に
記
す
る
の
み
で
、
其
の
實
行
の
如
何
は
甚
だ
疑
問
と
す
る
所
で
あ
る
。

「
勢
務
者
に
劃
し
て
は

一
ケ
月
二
同
以
上
の
健
康
診
断
を
行
ひ
、
疾
病
者
あ
る
時
は
馨
師
の
診
断
を
得

て
治
療
せ

し
む
、
但
し
工
事
場
に
於

い
て
作
業
中
負
傷
せ
し
竜
の
は
凡
て
公
傷
と
見
倣
し
其
の
費
用
は
雇
主
に
於

い
て
負
憺
し

治
療
せ
し
む
、
且
つ
全
治
ま
で
日
給

の
牛
額
を
支
給
す
、
賄
料
は
徴
せ
ず

、
尚
不
幸

に
し
て
終
身
勢
働
に
堪

へ
ざ
る

も

の
は
館
郷
族
費

の
外
本
人
の
日
給
九
+
日
以
上
の
扶
助
料
を
支
給
す
る
も
の
と
す
、
而
し
て
其
の
當
時
の
状
況
に

依
り
警
察
立
會
の
上
之
を
定

む
る
も

の
と
す
、
若
し
不
幸
に
し
て
死
亡
し
π
る
場
合
に
は
傭
主
に
於

い
て
葬
儀
を
行

ひ
家
族
あ
る
も
の
に
劃
し
て
は
死
亡
者

の
頭
髪
若
し
く
は
遺
骨
を
邊
う
相
當
扶
助
料
を
支
給
す
、
此

の
標
準
は
二
+

圓
以
上
百
圓
迄
と
す
、
其
の
常
時
の
状
況
虹
に
遺
族
の
状
況
に
依
り
之
を
定

め
遺
族
に
邊
金
す
、
但
し
公
死
者
は
金

五
十
圓
以
上
と
す
、
死
膿
は
遺
族
引
取
に
接
し
π
る
場
合
は
引
渡
す
、
遺
族
な
き
者
に
封
し
て
は
正
式
の
手
績
を
経

て
埋
葬
し
其

の
墓
を
弔
ふ
も
の
と
す
。
」
と
如
何
に
も
其

の
慮
遇
法
完
備
せ

る

が

如
く
見
ゆ
れ
ど
竜
、
此
の
規
定
は

固
定
宿
舎
に
於
け
る
も
の
に
し
て
、
普
通
の
監
獄
部
屋
に
は
蚕
然
規
定
だ
に
な
き
あ
う
、
又
内
規
的
の
も
の
あ
れ
ど

も
決
し
て
士
工
や

一
般

に
登
表
を
な
さ
な

い
の
が
普
通
で
あ
る
。

以
上
の
疾
病
の
原
因
は
勿
論
勢
働
に
從
事
中
に
あ
う
、
即
ち
岩
石

の
轄
落
、
土
砂
の
崩
壊
等
に
依
る
も
の
、
土
砂

運
搬
中
に
ト
ロ
リ
ー
其
の
他

の
器
具
に
依
ゆ
て
受
け
る
負
傷
等
で
あ

る
。
其

の
他
冬
は
凍
傷
夏
は
脚
氣

、
又
身
膿
極



度
の
疲
勢
等
に
依
る
も
の
も
あ
る
。

其
の
治
療
ば
主
と
し
て
幹
部
の
手
に
依
う
て
行
は
れ
、
叉
馨
師
に
付
き

て
治
療
せ
し
め
る
事
あ
れ
ど
も
馨
師
等
は

之
を
好
ま
ず
、
其
の
治
療
は
非
常
に
疎
雑
で
あ
る
。
最
後
に
疾
病
負
傷
統
計
を
示
す
に
、

昭
和
四
年
勢
働
者
月
末
人
員
及
び
疾
病
負
傷
死
亡

月/

/
別/

/種

/

/別

月

末

入

員

十 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

二
、
ご
冗

二
、三
八
〇

四
、
一
空

六
、ご
杢

七
、七
九
九

八
、九
五
五

九
、六
9

九
、
一
七
六

九
、一西

九

八
、○
益

疾

病

資

傷

三
九

九
三

一
一
六

一
七
六

三

七

二
三
五

四
七
四

四
九
〇

三
九
七

三
〇
八

九 〇 〇 一 六 一 〇 八 五 覧
三 三 四 七 三 一 八 七 四 七

死

亡

北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

四

一
三

一 四 三 二 ニ ー・ 四 二 一
八 一 五 八 九 七 八 七 一 需
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一 〇 三
五 匹10
七 五 一

ご
、

七 一
五 六 四
一 四 二

一
、

一

〇 三 七
三 四 三

二
八 一
〇 五 六

山
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第

一
宿
舎
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
宿
舎
は
勢
役
者
取
締
規
則
第
三
條
、
第
四
條
、
第
十
二
條

に
依
う
規
定
せ
ら
れ

命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
此
の
宿
含
は
普
通
固
定
宿
舎
と
移
動
宿
含
と
の
二
つ
に
分

つ
事
が
出
來
る
、
此
の
爾
者
は

以
下
各

,
縷
述
す
る
が
其
の
構
造
設
備
に
多
大
の
相
違
を
登
見
す
る
。

の
固
定
宿
含

周
定
宿
含
は
請
負
工
事

の
關
係

に

一
大
事
業
揚
附
近
に
設
け
ら
れ
る
、
永
年
間
同

一
の
土
地
に

あ
b
て
此
の
宿
舎
よ
う
請
負
作
業
場
に

一
工
事
完
成
期
迄
出
稼
ぎ
、
完
成

に
至
れ
ば
蹄
含
し
叉
次
の
工
事
場
に
出
か

け
る
、
其

の
根
披
と
す
る
宿
含
な
る
が
故
に
建
築
も
堅
固
で
あ
う
、
諸
設
備
竜
比
較
的
完
備
し
て
ゐ
る
。
左
に
其

の

孕
面
圖
を
示
す

に
、



北
海
消
に
於
け
る
土
工
部
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四

一
五
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六

左
記

の
圖
解

の
如
く

、
内
部
は
匠
別

さ
れ
て

ゐ
る
。
今

少
し
く
説
明
を
加

ふ
る
に
、
第

一
居
室
は
士
間
よ

り

一
尺

五
寸
位
高
く
、

幹
部
不
寝
番

室
は
更

に

一
般

土
工
居
室

よ

う

高

い
、
居
室

の
聲

は
所
謂
疏

球
表

の
頑
丈
な
も

の
を

用

ひ
て
ゐ
る
。
幹
部

居
室
以
外

に
は
天
井
を
張

ら
ず

、
又
棚
は
全
絶
見
當

ら
ず

、
叉

一
般

日
常
品

は
全
部
圖

に
見

る

如
く
十
間
廊
下
側
の
箱
式

の
壷

の
中

に
納

め
上
よ

り
蓋
を
す

る
様

に
出
來

て
ゐ
る
、
高
さ
は
居
室
と
同
様
で
あ

る
。

室
内
何
庭

に
も
何
等
装
飾

ら
し
き

設
備

な
く

至

つ
て
殺
風

景
で
あ

る
。
電
燈
は
此

の
四
+
爵
乃
至
六
+
爵

の
室

に
+

燭
光

二
つ
三

つ
あ
る
に
過
ぎ
な

い
、
故

に
書
籍
な
ど
到
底
讃

み
得
な

い
。
娯
樂

室
は
板
張

め
、
中
央

に
大
テ

ー
ブ

ル

一
個
あ
う

て
其

の
上

に
古
維
誌
四
五
冊
あ

る
に
過
ぎ
な

い
。
病
室
は
名

の
み

に
し
て
寝
毫

一
脚

な
く
規

則
に
依

り
て

設
置
す
る
ば
か
う
で

、
實
際

に
は
使
用
す

る
事

な
く
夜

具

の
置
場
と
な

つ
て
ゐ
る
、
内
部

に
て
特

に
異
檬
に
戚
ず

る

は
學
校

の
控
室
の
如
く

、
中
央
に
は
柱

一
本
な
く
戸
硝
子
竜
管

理
者
帳
揚

、
浴
所

、
炊
事

揚
、
便
所
と

の
問

以
外

に

一
枚
竜
な
く
、
便
所
内
と
錐

竜
幹

部
室

よ
う
硝
子
戸
を
通
し

て
此
を
見
透
す
事

が
出
來

る
。

外
観
上
宿
舎

の
大
き

さ
は
牧
容

人
員

の
多
少

に
依

う
て
異

な
り

、
奥

行
三
間
、
間

口
二
+
間
位

よ
6
大
な
る
竜

の

に
至
う
て
は
奥
行
七
、
入
間
よ
う
間

口
四
、
五
+
間

に
達
す

る
竜

の
が
あ

る
、
先
づ

入
口
は
厚

さ
寸
籐

の
大
戸
が
あ

う
開
閉
式

に
作

ら
れ

、
掛
錠
及
び
閂

が

つ

い
て

ゐ
る
。
部
屋

の
内
壁

、
外

壁
共

に
板
張

う
で

高
さ
四
尺
四
、
五
寸

の

所

に
硝

乎
窓
あ

わ
、
窓

の
外
側
は
悉
く
鐵
格
子
を
附
し
、
更

に
便
所
内

は
鐵
板
を

地
中
深
く
打
込
み
逃
走
は
到
底
不



可
能

に
出
來

て

ゐ

る
。

只
此

の
伽
藍
堂

に
異
檬

に
光

る

は

管

理
者

室
、
帳
場
室
で
あ

る
。
蝕

に
は
種

々
の
設
備
あ

う

、

一
般
上
流
家
庭

を
思
は
し

め
る
も

の
が
あ

る
。
此

の
外
観
を
遠
方

よ
う
眺
望
し
だ
時
は
正
に
谷
間

に
寂
然

と
し

て
立
て
る
刑
務
所
を
想
起
す

る
。

②
移
動
宿
含

移
動
宿
舎

は
請
負

工
事
完
成
期
ま
で
短
期
間
現
場
附

近
に
建

て
る
も

の
に
し

て
至
極

藺
軍

に
出

來

て

ゐ
る
。
勿
論
工
事
完
成

の
曉
は
悉
く
取
片
づ
け
る
竜

の
で
あ

る
。

構
造
ば
先
づ
頑
丈
な
る
九
太
を
地
中

に
打
込
み
、
周
園

は
板
を
以

つ
て
釘

づ
け
、
屋

根
は
板
を

の
せ
て
雨
露
を
凌

い
で

ゐ
る
。
今
叉
其

の
孚
面
圖
を
描
く
に
、

北
海
遣
に
於
け
る
土
工
部
屋
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§

獣
翻

 

、
溝
ミ

、愚
、

総

・
＼

奪楽

ミ墓§
＼

＼ミ

き

ミ
＼ ・

ミミ

、

 

先
づ
内
部
は
固
定
宿
舎
と
比
較
し
て
非
常
に
簡
輩
で
あ
る
。
管
理
者
以
外
の
居
室
は
勿
論
時
に
は
管
理
者
竜

一
般

土
工
等
と
同
様
愚
な
ど
用

ひ
な

い
、
板
の
床
の
上
に

一
枚
の
莫
産
を
敷

い
て
雑
魚
寝
で
あ
る
。
此
の
宿
舎
は
通
風
探

光
の
黙
は
非
常
に
不
完
全
に
し
て
硝
子
戸
は

一
枚
も
な
く

、
第

一
窓

一
つ
切
ム
開
く
事
さ

へ
な

い
、
室
内
は
書
も
伺

小
暗
く
賄
場
に
は
井
戸
な
ど
勿
論
な

い
、
谷
川

の
水
を
汲
ん
で
使
用
し
て
ゐ
る
。
又
固
定
宿
舎
の
如
く
柱
を
中
央
に



立

て
な

い
課
に
行
か
な

い
、
故
に
中
央

に
三
四
本

の
桂
が
あ

り
、
之

に
板
を
結

ひ
販
壷
と
し

て
ゐ
る
。
叉
其

の
他

一

般

日
常
品
を
置
く
棚
竜
箱
竜
な
く
雨
側

の
隅
に
重
ね

て
置
く
。

管

理
者
幹
部

の
室
も
至
極
粗
末
な
も

の
に
し
て
机

一
脚
位

中
央

に
あ

り
、
爾
側

に
は
結

ひ
付
け
π

る
棚
が

二

つ
三

つ
あ

る
に
過
ぎ
な

い
。
便
所

は
五
六
尺
掘
り
下
げ
、
蝕

に
板
を
打
込
み

て
之
を
園
ん
で

ゐ
る
、
夏
期
短
期

間

の
事
故

嬬

の
設
け
は
勿
論
な

い
。

上
記

の
如
く

其

の
構
造
は

至
極
簡
軍

で
あ

る
が
逃
走

は
至
難
で
あ

る
。
何
故

な
ら
宿
舎
が
逃

亡
の
可
能
性
あ

る
だ

け

に
不
寝
番

の
眼
は
輝
く
か
ら
で
あ

る
。

外
観
は
入
分
板
を
打
ち

つ
け
π

る
短
形

の
建
物
に
し

て
、
谷
合

の
地
形

の
高
低

に
依
う
其

の
形

は

一
定

し
て

ゐ
な

い
が

、

一
般

に
前
記

の
構

造
が
普
通
で
あ

る
。

宿
含
外

の
も

の
と
し

て
は
浴
槽
と
道
具
置
場
で
あ
る
が
、
洛

槽
は
地
中

二
尺
四
方
程

の
穴
を
掘

り
、
其

の
上
に
浴

槽
を

の
せ

て
下

よ
ゐ
火
を
焚
く
所
謂
地
獄
風
呂
て
あ

る
。
其

の
他
物
置
場
と

言
ひ
道
具
置
場
と
言

ひ
、
板
を

の
せ
て

屋
根
と
な
し
周
園

は
蒔
を
以

つ
て
園
み
只
雨
露
を
凌
ぐ

に
過
ぎ

な

い
。

如

上

の
移
動
宿
舎

の
什
器
類

一
切
は
大
請
負

人
よ
う
下
附
さ
れ
る
竜

の
に
し

て
、
管
理
者
が
之
を
所
有
し

て
ゐ
る

事

は
稀
で
あ

る
。
彼
等

下
請
負

人
た
る
管
理
者

は
、
此

の
什
器
用
具
を
借
用
し

て
韓

々
と
現
揚
を
移
轄
す

る
。

北
海
遣
に
於

け
ろ
土
工
部
屋

四

一
九
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第
威
食
事

食
事

は

一
日
四
同
、
米
は

三
等
米

四
等

米
之
に
姿

三
分

を
混

入
し
カ
も

の
、
管

理
者

に
依
う

て
は

米

の
み
上
等

米
を
供
與
す

る
人
も
あ

る
。
量

は

一
人

一
日
入
合
ー

一
升

、
副
食

物
は
朝
味
噌
汁

(
大
根
切
干

、
茱
類

若
芽
等

)
と
澤
庵

(
年
中
澤
庵

に
し
て
他

の
淺
漬

、
青

漬
等

は
到
底
輿

へ
切
れ
な

い
)
中
食

の
副
食
物

は
鮭

、
鱒

、

鱈

の
盛

引

一
片

と
澤
庵
、
茶
は
勿
論
與

へ
ら
れ
な

い
が
決
し

て
水
を
與

へ
な

い
、
白

湯
を
少
量
給
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ

諏
。
水
は
土
工
夫
間
に
は
毒
物

の
如
く

恐
れ
ら
れ

て
ゐ
る
、
即
ち
脚
氣

に
な

る
事

を
恐
れ

る
が
故
で
あ

る
。

書
飯

は
中
食
と
殆
ど
鍵

る
所
が
な

い
、
夕
飯

は
鯖

、
蝶
其

の
他

の
生
魚

の
小
片
又
は
肉
片

を

も

與

へ
る

事

も
あ

る
。
酒

は
普
通

に
は
管
理
者

は
二
合
迄
を
限
度
と

し
て
ゐ
る
が
時

に
は
三
合
迄
供
す
る
事

も
あ

る
。
間
食

は
書
間
絶

膿

禁
止
、
夕
飯
後
管

理
者

よ
う
購
入
し

て
得

ら
れ

る
が
斯

る
事
は
殆
ど
な

い
。

飯

皇
は
高
さ
三
尺
程

に
し
て
圏

に
見

る
位

置

に
あ

ウ
て
立
喰
を
な
す

、
土
工
部
屋

に
於

い
て
は
飯
壷
は
上
中
下

の

う
に

三
種
あ
ム
、
上
飯
毫
は
管
理
者
、
仲
飯
皇
は
管
理
者
外
の
幹
部
、
前
二
者
は
聲
に
座
し
て
卓
を
園
む
。
併
し
移
動
宿

舎
に
於

い
て
は
幹
部
も
立
喰
を
な
す
所
あ
り
、
叉
或
る
部
屋
に
於

い
て
は
仲
飯
毫
を
省

い
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。
此

の
食
事

の
準
備
は
炊
事
夫
が
之
に
當
ウ
、
帳
場
が
土
工
を
引
具
し
て
附
近
の
町
よ
う
食
料
を
仕
入
れ
て
來

る
、
併
し

町
に
近
き
土
地
に
作
ら
れ
尤
る
部
屋
に
て
は
商
人
が
直
接
持
参
せ
し
め
る
。
同

一
大
請
負
人
の
下
に
多
藪

の
部
屋
が

狡
範
園

に
集
合
せ
る
時
は
、
此

の
大
請
負
人
が
支
給
す
る
事
に
な

つ
て
ゐ
る
。



第

三
衣
服

土

工

の
衣
服

は
記
述
す

る

に

は
鯨

う

に

簡
軍
で
あ

る
。
夏
は

シ
ヤ

ツ

一
枚

に
神
纒

を
引
き

掛
く

る
、
冬
な
ら
ば
股
引

に
綿

入
れ

一
枚
で
あ
る
。
仕
事

に
從
事
中

は
夏
は
足
に
高
丈
と
股
引
、
脚
絆

、
腰

に
は
土
工
特

有

の
眞
紅

の
腰

懇
、
時

に
は
綺
麗
な
模
様
附

の
も
の
も
あ

る
が
、
原
則
と
し

て
遠
方
よ
う
直
ち

に
認
識
し
得

る
輩
純

な
濃
厚
色
を
用

ひ
て
ゐ
る
、
故

に
上
孚
身
は
日
光
に
輝
さ
れ
肌
は
正
に
黒
褐

色
に
光

つ
て
ゐ
る
、
彼
等

に
は
着
換
す

る
鯨
裕
あ

る
も

の
全
然
な
く
、
古
く

な
う
て
破

る
れ
ば
棄

て

＼
新

し
き
も

の
に
取
代

へ
年
中

一
枚
で
あ

る
。

夜
具
は
古
綿

入
れ

の
着

布
團

一
枚

、
敷
布
團
な
き
時
に
は

一
枚

に
二
三
人

之
に
く

る
ま

つ
て
休

む
、
勿

論
此

の
布

團

は
管
理
者
が
支
給
す
る
竜

の
で
あ

る
。

籾

而
彼
等

土
工
は
斯

る
衣
食

住
に
甘

ん
じ
て
如
何
な

る
日
常
生
活
を
邊

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
5
か
。

朝

四
時
宇
不
寝
番
や
棒

頭

に
起

さ
れ
、
直

ち

に
仕
事
着

に
着

代

へ
土
間

に
降

る

、
土
工

に
は
洗
面
な
ど
な
く
朝
飯

に

つ
く

、
食
後

三
、
四
分

間
喫

煙
時
間
を

與

へ
ら

れ

る
。
不
寝
番
は
其

の
間

に
大
戸
を
開
き
道
具
を
供
す

る
。
斯

く
し
て
棒
頭

に

つ

れ

ら

れ

て

現
場

に
出

か
け

る
、

一
日
十

一
時

間
-

十
三
時
間

の
酷
使

に
疲

れ
果
て

＼
蹄

つ
て
來

る
。
蹄
舎
す

る
や
道
具
を
片
づ
け
る
と
直
ち

に
浴

槽
に
ひ
た
り
て
夕
飯

に

つ
く
、
夕
飯
絡
れ
ば
強
制
的

に
寝

に

つ
か

し

め
ら
れ

る
。
小
説
や
新
聞
を
閲
讃

し
カ
ウ

、
手
紙
を
認

め
る
鯨
裕
も
與

へ
ら
れ
な

い
。
之

に
反
抗

し
て
寝

に

つ
か

ざ

る
時

は
直
ち
に
棍
棒

が
舞

ふ
。
斯
く

し
て
苦

難

の
朝
夕

に
其

の
日
其

の
日
を
逡

つ
て

ゐ
る
。

北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

＼

四
一=



商

學

討

究

第
五
巻

(
下
)

四
ニ
ニ

更
に
彼
等
が
拘
束
せ
ら
れ
て
ゐ
る
黙
は
、
自
己
の
所
持
品
の
貴
重
な
る
も

の
は

一
切
強
制
的
に
管

理
者
に
保
管
せ

し
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず

、
郵
便

の
螢
受
さ

へ
管
理
者

の
手
を
経

る
事
を
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
の
爲

め
管
理
者

は
金
品
保
管
簿
乃
至
郵
便
登
受
簿
な
る
も
の
を
設

へ
て
ゐ
る
に
至

つ
て
は
、
如
何
に
其
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
ゐ
る

か
を
知
う
得

る
で
あ
ら
う
。

第
四
慰
安
方
法

慰
安
方
法
と
し
て
規
定
す
る
適
例
を
見
る
に
、

「
慰
安
方
注
と
し
て
は
寄
宿
含
に
蓄
音
機
及

び
北
海
タ
イ
ム
ス
、
小
樽
新
聞
等
購
入
し
ゐ
き
雨
天
其
の
他
を
利
用

し
各
自
随
意
に
之
を
閲
讃
娯
樂
し
又
精
瀞
講
話
を
な
さ
し
む
」
と
規
定
す
る
竜
移
動
宿
含
に
は
斯
る
規
定
は
な
く
、

一
片
の
新
聞
紙
だ
に
登
見
し
得
ず
、
只
固
定
宿
含
に
あ
わ
て
は
勿
論
豪
雨
の
際
、
盆

二
日
、
正
月
三
日
、
其

の
他
の

公
休
の
際

に
は
古
雑
誌
等
を
與

へ
て
讃
ま
せ
て
ゐ
る
。
而
し
此
塵

に
面
白
き
は
彼
等
土
工
中
に
前
職
業
が
落
語
家
、

浪
曲
家
、
活
辮
等
娯
樂
的
職
業
に
あ
り
し
も
の
が
必
ず

一
室
に

一
人
二
人
あ
う
て
、
其

の
特
殊
技
能
を
登
揮
し
て
仲

間
を
興
ぜ
し
め
、
唯

一
の
娯
樂
と
な

つ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

七

監
獄
部
屋
に
於

い
て
は
何
故
に
斯
る
酷
使
と
虐
待
が
行
は
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
マ
其
の
根
本
原
因
を
窮

め
ず
し
て



徒
に
表
面
的
に
悪
業
非
道
な
棒
頭
等

の
特
別

の
制
度
組
織
な
う
と
傍
観
す
る
は
非
常
な
誤
謬
で
あ
る
。
若
し
又
斯

る

監
督
制
度
の
映
隔
に
依
る
竜
の
と
す
れ
ば
」
官
権

の
嚴
重
な
る
取
締
に
依

つ
て
矯
正
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
如
何

に
非
業
な
幹
部
と
錐
も
好
ん
で
酷
使
虐
待
は
敢
て
な
す
事
は
な
か
ら
う
。
然
ら
ば
何
が
彼
等
を
斯
く
せ
し
め
る
か
、

其
の
根
本
原
因
は
工
事

の
請
負
制
度
で
あ
ら
う
。
今
假
り
に

一
道
踏

の
開
難
を
入
札
に
依
う
請
負

は
し
め
、
其
庭
に

甲
、
乙
、
丙
三
人
の
請
負

人
が
入
札
し
π
と
す
る
、
彼
等

は
入
札
前
に
既

に
和
合
を
な
し
」
若

し
又

入
札
希
望
者
歎

多
歎

に
し
て
和
合
出
來
な
か
つ
カ
と
し
て
竜
、
落
札
し
尤
當
人
例

へ
ば
甲
が
乙
、
丙
等
に
劃
し
落
札
慣
格
の
何
分
か

を
談
合
金
と
し
て
渡
さ
ね
ば
な
ら
綴
。
併
し
現
在
の
例
の
如
く
入
札
希
望
者
が
資
金
を
有
し
、
請
負
能
力
を
有
す
る

場
合
は
兎
も
角
全
然
請
負
能
力
な
く
し
て
和
合
に
奔
走
す
る
輩
が
多
藪
あ
る
、
此
等
を
稽
し
て
談
合
取
う
と
云
ふ
。

斯
る
談
合
取
う
が
多
籔
あ
る
時
は
、
自
然
談
合
金
が
多
額
に
上
う
、
實
際

の
請
負
債
格
が
減
少
す
る
、
其
の
残
額

の

中
よ
b

一
割
位
の
利
盆
を
得

て
下
請
負
人
に
請
負
は
し
め
る
、

一
割
天
引
さ
れ
た
其
の
残
額

の
中
よ
り
更
に
下
請
負

人
は
二
割
位
の
利
盆
を
見
積
り
て
天
引
す
る
、
斯
く
し
て
何
同
か
の
天
引
差
引
残
額

の
範
園
内
に
於

い
て
工
事
を
完

成
す
る
の
で
あ
ゐ
。

斯
く
の
如
き
請
負
制
度
な
れ
ば
、
最
初
の
請
負
人
の
慣
格
が
不
當

の
高
慣
に
非
ざ
る
限
う
は
、
土
工
の
勢
働
搾
取

酷
使
は
當
然
の
結
果
で
あ
ら
う
。
如
何
な
る
場
合
に
於

い
て
も
管
理
者
は
不
利
盆
や
損
失
を
招
く
事
な
く
、
其

の
不

北
海
道
に
於
け
る
土
工
部
屋

四
二
三
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足
部
分
は
土
工
勢
働

の
如
何
に
依

つ
て
補
は
ね
ば
な
ら
漁
。
故
に
土
工
の
幅
利
施
設
は
夢
愚
か
食
事
だ
に
無
親
せ
ら

れ
る
場
合
さ

へ
あ
り
、
時
に
は
資
金
の
僅
少
な
る
下
請
人
に
至
う
て
は
、
鎖
少
な
る
賃
銀
も
不
彿
と
な
し
解
散
し
て

逃
亡
す
る
管
理
者
も
あ
る
。

舷
に
先
づ
第

一
に
此

の
不
合
理
な
企
業
組
織
を
改
磨
せ
ね
ば
、
永
遠
に
土
工
部
屋
の
改
善
は
期
し
得
ら
れ
な

い
で

あ
ら
う
。

改
善
の
第

二
は
所
謂
潜
わ
の
悪
周
旋
屋
で
あ
ら
う
。
彼
等
は
土
工
を
し
て
多
額
の
前
借
金
を
作
ら
し
め
、
其
の
負

澹

を
重
課
す
る
。
彼
等
土
工
は
此
の
前
借
金
の
爲

め
に
何

ケ
月
間
と
云
ふ
長
期
間
、
人
道
上
忍
び
難
き
監
督
制
度

の

下
に
酷
使

に
甘
ぜ
ね
ば
な
ら
澱
。
故
に
如
何
に
忍
從
性
に
富
め
る
土
工
で
も
、
束
の
問

の
亨
樂

の
慮
酬
と
し
て
斯
く

も
悲
惨
な
道
程
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
澱
と
せ
ぱ
、
其
庭
に
反
機
的
に
逃
亡
を
企
て
る
は
當
然
の
蹄
結
で
あ
ら
う
。
又

一

方
逃
亡
せ
る
土
工
を
し
て
更
に
如
上
の
方
法
で
周
旋
し
、
更
に
反
封
に
逃
亡
を
漿
鋤
す
る
が
如
き
策
を
用
ひ
、
錬
獄

の
淵
に
誘
惑
す
る
に
至
る
状
態
で
あ
る
。
其
庭
で
此
の
悪
周
旋
人
の
存
立
を
防
ぐ
べ
き
取
締
令
を
登
し
、
根
絶
せ
し

め
る
事
は
改
善
の
叉
重
要
な
る

一
項
で
あ
ら
う
。

も

カ

次

の
改
善
に
は
土
工
部
屋
幹
部
及
び
土
工
の
素
質
的
根
本
改
善
で
あ
ら
う
。
幹
部
に
於

い
て
は
從
來
の
如
く
た
乙

と
言
ふ
名
稽

の
下
に
、
蔑
親
せ
る
過
去

の
歴
史
的
観
念
を
離
れ
、

一
企
業
に
與
る
勢
働
者
と
し
て
之
を
監
禁
拘
束
す



る
事

な
く

、
自
由

な
努
働
者
と

し
て
尊
重
せ
ね
ば
な
ら

諏
。
併
し
如
何
に
幹
部
が
人
道
的
見
地
よ
り
之
を
尊
重
す

る

と

し
て
も

、
拘

束
監
禁
を
解
け
ば

一
夜

に
し

て
三
百
人

の
土
工
部
屋
が

一
人
も

な
く
逃
亡
し
π

る
事
實
あ

る
に
於

い

て
は
又
土
工
自
身

を
も
責

め
な
け
れ
ば

な
ら
楓
。

'

彼
等

の
過
重
な

る
借
金
と
極
度

の
疲
勢
と

、
執
拗
な

叱
陀
は
勢
働

に
劉
す

る
眞

劒
性
は
麻
痺

せ
ら
れ

、
全
く
受
動

的

に
動
物
的
に
働

い
て
ゐ
る

に
過
ぎ
ず

、
只

一
分

一
秒
π
り
と
も
休
息
し
、
折
あ
ら
ば
脱

走
を
企
て

＼
藪

日
間

の
亨

ヵ

へ

樂
を
欲
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
棒
頭
の
鞭
下
に
非
ら
ざ
れ
ば
働
か
な

い
と
言
ふ
所
謂
泥
こ
根
性
を
脱
却
せ
ざ
れ
ば

暗
黒
悲
惨
な
運
命
は
免
れ
得
な

い
で
あ
ら
う
。

以
上
至

つ
て
概
括
的
に
改
善
策
の
根
本
原
因
を
窺

つ
て
見
π
が
、
此

の
外
詳
細
な
具
膿
的
な
改
善
を
要
す
べ
き
黙

が
多

々
あ
る
事
で
あ
ら
う
が
、
先
づ
如
上
の
三
つ
が
尤
も
緊
要
な
る
骨
子
で
あ
ら
う
。

掠

て
如
上
の
土
工
部
屋
改
善

の
三
骨
子
は
、
請
負
制
度
容
認
を
前
提
と
し
た
る
方
策
で
あ
る
が
、
果
し
て
此
の
制

度

の
下
に
法
倉
の
取
締
う
を
以

つ
て
交
通
不
便

の
僻
地
に
於
け
る
土
工
部
屋

の
改
善
を
完
う
し
得
る
で
あ
ら
う
か
?

利
に
敏
く
此
の
間
の
事
情

に
飽
く
ま
で
精
通
せ
る
小
請
負
業
者
を
取
締
6
得
る
で
あ
ら
う
か
。
表
面
上
如
何
に
も
監

督
命
令
に
從
順
な
る
が
如
く
見
受
け
ら
れ
る
竜
、
其
の
裏
面
π
る
や
未
だ
其
の
跡
を
絶
控
ざ
る
が
如
き
實
例
多

々
あ

る
で
あ
ら
う
。
舷
に
筆
者
は
枝
葉
末
節
め

改
善
よ
う
其
の
根
本
的
改
革
と
し
て
土
木
工
事

の
請
負
制
度
を
否
認
す
る

北
海
道
に
於
け
ろ
土
工
部
屋

四
二
五
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竜

の
で
あ
る
。
即
ち
土
工
募
集
に
關
し
て
も
努
役
使
用
に
關
し
て
も
、
悉
く
官
権
が
此
に
從
事
し
監
督
命
命
す
る
、

所
謂
士
木
事
業
官
螢
論
を
提
唱
し
た

い
の
で
あ
る
。

近
來
の
事
業
界
不
況
蛇
び
に
緊
縮
政
策
に
件
ふ
此
等
土
工
夫
失
業
の
奔
濤

は
、
容
赦
な
く
此
庭
に
襲
來
す
る
時
、

自
己
の
利
に
汲
々
π
る
管
理
者
は
如
何
な
る
監
督
網
を
も
潜
う
抜
け
る
、

一
方
勢
働
者
も
勢
働
供
給
過
多
の
故
を
以

つ
て
盆

ぐ
過
酷
の
深
淵
に
投
ぜ
ら
れ
て
行
く
で
あ
ら
う
。
肚
會
的
に
呪
は
し
き
憂
ふ
べ
き
此
の
失
業
民
衆

の
多
藪
を

救
濟
し
、

一
方
憎
む
べ
き
請
負
業
者
の
美
名
の
下
に
か
く
れ
、
不
勢
所
得
を
な
す
中
間
搾
取
者

の
介
在
を
許
さ
ず
、

か
く
し
て
勢
働
者
は
明
る
き
陽
光
の
下
に
、
笑

ひ
て
勢
働
に
從
事
す
る
事
を
得
る
で
あ
ら
う
。
此
の
改
革
論

こ
そ
斯

る
失
業
時
代
に
實
施
せ
ら
る
べ
き
好
機
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
れ
ど
此
の
改
革
具
禮
案
は
多
歎
の
問
題
の
研
討
を
要

し
、
多
岐
に
渡
う
、
筆
者

の
研
究
今

日
未
だ
良
く
す
る
に
至
ら
ず
、
他
日
の
問
題
と
し
て
未
完
成
に
結
ば
ね
ば
な
ら

訟
事

は
遺
憾
で
あ
る
。

然
ら
ば
此

の
監
獄
部
屋
改
善
運
動
が
過
去
及
び
現
在
に
渡
り
て
如
何
に
行
は
れ
て
來
π
か
、
筆
者
此
の
問
題
の
調

査
中
計
ら
ず
も
官
権
の
疑
心
を
買
ひ
、
全
然
不
明
の

一
言
の
下
に
確
π
る
資
料
を
與

へ
ら
れ
ず
、
正
し
き
材
料
も
忌

避
に
ふ
れ
、
輩
に
協
調
會

の
螢
表
に
依

る
に
過
ぎ
な

い
事
は
誠
に
遺
憾

に
堪

へ
な

い
。
上
記
の
登
表
に
よ
れ
ば

『
然

し
て
其

の
目
的
を
明
確
に
し
て
奔
走
し
π
先
騙
者
は
大
正
九
年
七
月
光
人
會
な
る
同
志
の
團
膿
を
組
織
し
π
る
白
石



●

俊
夫
氏
で
あ

つ
尤
。
當
時
勢
働
事
情

の
暗
黒
を
報
道
さ
れ
て
ゐ
る
幅
島
縣
耶
麻
郡
猪
苗
代
在
檜
原

の
猪
苗
代
水
力
電

氣
株
式
會
肚
の
滲
水
及
び
水
路
の
大
工
事
場
に
行
は
れ
た
の
で
あ

つ
π
。
自
石
氏

は
同
志
五
名
相
携

へ
て
非
常
な
る

決
心
を
以

つ
て
其
の
内
情
を
探
る
爲

め
に
、
而
し
て
其
の
探
知
せ
る
事
情
を
時
の
司
法
大

臣
大
木
遠
吉
氏

に
上
申
し

其
の
報
告
が
幅
島
縣
知
事
宮
田
光
雄
氏
に
同
附
き
れ
、
鼓
に
縣
當
局
は
活
動
し
て
調
査
叉
は
臨
槍
を
行

ひ
、
虐
待
事

件
を
暴
露
し
カ
の
で
あ

る
。
次
に
叉
朋
越
線
鐵
道
工
事
中
に
監
獄
部
屋
の

一
事
が
報
道
せ
ら
れ
、
此
の
時
竜
活
動
し

π
』
云

々
と
、

叉
大
正
+
五
年
五
月
よ
う
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
は
、
東
京
市
内
の
失
業
者
藪
百
名
を
北
海
道
方
面

へ
集
團

的
勢
働
移
迭
を
試
み
た
。
移
動
先
は
北
海
道
安
足
聞
水
電
工
事
、
多
度
志
鐵
道
工
事
、
釧
路
市
鐵
道
工
事
及
び
小
樽
積

取
人
夫
等
で
北
海
道

の
職
業
紹
介
所
の
講
力
竜
實

に
大
な
る
竜
の
が
あ

つ
尤
。
こ
の
合
理
的
勢
働
移
逸
が
臆

て
監
獄

部
屋
改
善
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
は
事
實
で
あ
る
。
東
京
よ
う
邊
ら
れ
禿
勢
働
者
は
か
く
工
事
場
毎

に
班
長

又
は
世
話
役
を
付
し
て
工
事

に
從
事

し
穴
中
に
は
統
制
を
失
ひ
、
中
途
に
解
散
し
π
も
の
竜
あ
る
が
、
多
く
は
最
後

ま
で
工
事
を
終
了
し
て
良
好
な
る
成
績
を
得

て
蹄
國
し
虎
。

昭
和

二
年
に
は
光
人
會
同
人
等
が
代
議
士
山

口
政

二
氏
を
理
事
長
と
し
て
自
石
俊
夫
、
淺
原
五
朗
、
堀
川
直
吉

の

三
氏
を
幹
部
と
し
て
大
日
本
勢
働
移
動
協
會
を
創
立
し
、
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
と
相
提
携
し
て
北
海
渣
方
面

北
海
道

に
於

け
る
土
工
部
屋

・

四

ご
七



6

商

學

討

究

第
五
巻

(
下
)

四
二
八

の
勢
働
移
動
の
合
理
的
輪
逡
と
勢
働
保
護
を
目
的
と
し
、
鼎
獄
部
屋
制
度
改
善
を
期
し
て
立

つ
力
山

口
氏
逝
去
し
て

充
分
の
登
達
を
見
な
か
つ
π
が
、
同
年
六
月
長
崎
縣
の
漁
村
の
篤
信
な
る

一
團
は
此
の
事
業
に
貢
献
せ
ん
と
し
滲
加

し
、
北
海
道
鬼
鹿
の
鐵
道
工
事
に
從
事
し
て
模
範
的
好
成
績
を
畢
げ
、
土
工
部
屋
改
善
に
直
接
間
接
に
其
の
影
響
を

與

へ
π
。
然
し
不
幸
に
し
て
此
の
勢
働
移
動
協
會
も
永
久
に
存
績
す
る
事
が
出
來
な
か

つ
π
。

最
後
に
此
庭

に
明
ら
か
に
す
べ
き
は
取
締
法
命
と
警
察
官
椹
の
取
締
b
で
あ
ら
う
。

明
治

の
末
期
よ
う
土
工
の
虐
待
の
事
實
が
甚
だ
し
く
、
道
鷹
も
之
を
傍
観
す
る
事
竜
許
さ
れ
ず
、
大
正
三
年
四
月

漸
く
道
騰
令
第
三
+
六
號
勢
役
者
募
集
紹

介
雇
傭
取
締
規
則
の
公
布
を
見
π
。
併
し
此
の
法
倉
竜
極

め
て
概
揺
的
な

も
の
に
し
て
、
各
項

に
渡
う
て
は
甚
だ
不
備
な
る
黙
が
多
か
つ
た
。
其

の
後
大
正
六
、
七
年
の
頃
よ
り
此
の
監
獄
部

屋
逃
走
者
は
新
聞
、
難
誌
等
に
其
の
脱
走
膿
瞼
記
を
述
す
る
に
至
う
、
漸
く
世
人
の
注
目
を
喚
起
す
る
に
至

つ
π
。

此
庭
に
於

い
て
大
正
入
年
五
月
道
聴
は
更
に
勢
務
者
募
集
取
締
規
則
虹
に
同
法
施
行
細
則
取
扱
手
績
及
び
聴
含
第
七

十
九
號
勢
役
者
取
締
規
則
を
公
布
し
て
、
勢
働
者

の
素
質
の
改
善

の
爲
め
、
募
集
に
周
到
な
る
取
締
わ
を
働
行
し
、

虐
使
過
酷
の
改
磨
の
爲
あ
嚴
重
に
監
督
す
る
に
至

つ
π
。
且
つ
使
用
取
締
規
則
取
扱
規
定
に
依
う
て
官
椹

の
現
場
の

臨
槍
、
公
休

の
強
制
、
幹
部
宿
含
の
屈
出
、
貯
金
其

の
他
會
計

の
強
制
報
告
等
を
な
さ
し
め
、
酷
使
事
故
の
防
止
に

轟
力
せ
る
結
果
、
多
大
の
改
善
が
行
は
れ
て
來
尤
。
降

つ
て
大
正
+
三
年
+
二
月
内
務
省
令
勢
働
者
取
締
禽
公
布
に



■

依
り
て
、
募
集
從
事
者

の
嚴
重
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、

工
部
屋
に
比
し
使
用
待
遇
は
昔
日
の
悌
な
き
に
至
つ
π
。

過
去
の
積
弊
除
去
に
著
し

い
効
果
を
齎
ら
し
、
以
前

の
土

北
海
遣
に
於
け
る
土
工
部
屋

四
二
九
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